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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第８条 外部からの衝

撃による損傷の防止（外部火災）」に関して、基本設計方針に記載する

事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理

した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開（追而） 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごと

の対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年８月26日　Ｒ３

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 8/26 3

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

外外火00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（外外火）】
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（1 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
第二章 安全機能を有する施設 

 

 

 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の

防止） 

第八条 

安全機能を有する施設は、想

定される自然現象(地震及び津波

を除く。)によりその安全性を損

なうおそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の改良

その他の適切な措置が講じられ

たものでなければならない。外

①，外②，外③、外⑤，外⑧、

外⑨、外⑩、外⑪ 

 

２ 安全機能を有する施設は、

周辺監視区域に隣接する地域に

事業所、鉄道、道路その他の外

部からの衝撃が発生するおそれ

がある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆

発事故、危険物を搭載した車

両、船舶又は航空機の事故その

他の敷地及び敷地周辺の状況か

ら想定される事象であって人為

によるもの(故意によるものを除

く。)により再処理施設の安全性

が損なわれないよう、防護措置

その他の適切な措置が講じられ

たものでなければならない。外

①，外②，外④，外⑤，外⑥，

外⑦、外⑧、外⑨、外⑩、外⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設の区分並びに

設計及び工事の方法 

別添Ⅰ 施設共通 

Ⅰ-１ 基本設計方針 

第１章 共通項目 

3. 自然現象 

3.3 外部からの衝撃による損傷

の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 外部火災 

安全機能を有する施設は，想定され

る外部火災において， も厳しい火災

が発生した場合においても，防火帯の

設置，離隔距離の確保，建屋による防

護，耐火被覆又は遮熱板により，その

安全機能を損なわない設計とする。外

①-1、外①-2 

 

 

 

 

その上で，外部火災により発生する

火炎及び輻射熱からの直接的影響並び

にばい煙及び有毒ガスの二次的影響に

よってその安全機能が損なわれない設

計とする。外①-3 

 

外部火災から防護する施設（以下

「外部火災防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な構築

物，系統及び機器を抽出し，外部火災

により冷却，水素掃気，火災及び爆発

の防止，臨界の防止等の安全機能を損

なわないよう機械的強度を有すること

等により，安全機能を損なわない設計

とする。外①-4 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

(7) その他の主要な構造 

(i) 安全機能を有する施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の

防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ロ) 外部火災 

安全機能を有する施設は，想定され

る外部火災において， も厳しい火災

が発生した場合においても，その安全

機能を損なわない設計とする。外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7 その他の設計方針 

1.7.11 外部火災防護に関する設計 

 

 

 

 

1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方

針 

原子力規制委員会の定める事業指定

基準規則の第九条では，外部からの衝

撃による損傷の防止として，安全機能

を有する施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為事

象が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない

としている。外◇1  

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，外部火災

の影響を受ける場合においてもその安

全機能を確保するために，防火帯の設

置，離隔距離の確保，建屋による防護

等により，外部火災に対して安全機能

を損なわない設計とする。外①-2 

 

 

 

 

 

その上で，外部火災により発生する

火炎及び輻射熱からの直接的影響並び

にばい煙等の二次的影響によってその

安全機能が損なわれないことを確認す

る施設を，再処理施設の全ての安全機

能を有する構築物，及び機器とする。

外①-3 外部火災から防護する施設

（以下「外部火災防護対象施設」とい

う。）としては，安全評価上その機能

を期待する構築物，系統及び機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上重要

な構築物，系統及び機器を抽出し，外

部火災により冷却，水素掃気，火災及

び爆発の防止，臨界の防止等の安全機

能を損なわないよう機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわな

い設計とする。外①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 外部火災 

想定される外部火災において，火災

源を発電所敷地内及び敷地外に設定し

外部事象防護対象施設に係る温度や距

離を算出し，それらによる影響評価を

行い， も厳しい火災が発生した場合

においても安全機能を損なわない設計

とする。 

 

外部事象防護対象施設は，防火帯の

設置，離隔距離の確保，建屋による防

護によって，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

安全機能を有する施設全体に対する配慮と

外部事象防護対象施設の配慮の違いで記載

が異なる。（外部火災の中で防護対象を選

定しているため発電炉と構成が異なる） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

外部火災防護対策は基本的に発電炉と同じ

であるが、発電炉の対策に加え、航空機墜

落火災における耐火被覆等の対策があり記

載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、安全機能を有する施設の

配慮として、記載すべき事項の違いがあり

記載が異なる。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する

箇所 
紫字：比較対象外箇所（ＳＡ設備に関する記載） 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
                  ：他条文から展開した記載 

【凡例】 

 

【許可からの変更点等】 

安全機能を確保するための対策を明確に

した。 

【許可からの変更点等】 

「冷却，・・・臨界の防止等」について

は、この他に閉じ込め、遮蔽があるが、事

業指定基準規則を踏まえた事業指定（変更

許可）のとおりとした。  

【許可からの変更点等】 

各設備の安全機能を確保するためには、機

器の機械的強度以外に、例えば、冷却水等

の系統要求の温度、電気品等の破損等、

個々の設備毎に必要な観点があり、何に基

づき許容温度を設定したか添付資料で示す

ことから当該箇所では許可の記載を用い

た。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では許可整合の

観点で火災源を敷地内外で

整理しないため、記載が異

なる。 

【許可からの変更点等】 

「安全機能を有する施設が外部火災の火炎等

に対し安全機能を損なわない設計とする」に

ついては、設計方針としてする。 

構築物等の対象範囲については、評価方針の

添付資料で説明することとし、語尾を適正化

した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（2 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する

施設については，外部火災に対して機

能を維持すること若しくは外部火災に

よる損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることに

より，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-5 

 

なお，使用済燃料収納キャスクは再

処理施設内に一時的に保管されること

を踏まえ，外部火災により使用済燃料

収納キャスクに波及的破損を与えない

設計とする。外②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備についても、

外部火災からの影響より防護する対

象に含める。外⑫-1 

 

 

 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備及

び屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋内に設置

又は保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。外⑫-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する

施設については，外部火災に対して機

能を維持すること若しくは外部火災に

よる損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることに

より，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-5 

 

なお，使用済燃料収納キャスクは再

処理施設内に一時的に保管されること

を踏まえ，外部火災により使用済燃料

収納キャスクに波及的破損を与えない

設計とする。外②-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」のうち，位置的

分散を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波防護施設のうち森林火災の影響

を受ける防潮堤の各部位（鋼管杭鉄筋

コンクリート防潮壁及び止水ジョイン

ト部）及び防潮扉（以下「森林火災の

影響を受ける津波防護施設」とい

う。）に対し，森林火災の 大火炎輻

射強度による熱影響を考慮した離隔距

離を確保する設計とする。なお，森林

火災の影響を受ける津波防護施設と植

生の間の離隔距離を確保するために管

理が必要となる隣接事業所敷地につい

ては，隣接事業所との合意文書に基づ

き，必要とする植生管理を当社が実施

する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」のうち，位置的

分散を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設備がなく、該

当する他社への管理が必要ないことから記

載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では自然現象の冒頭で本定義をしてい

るが、再処理施設では個々の外部事象で許可

整合性の観点で記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の使用済燃料収納キャスク

に対する設計上の考慮であるため記載が異

なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載するため記載が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載するため記載が異な

る。 

① へ 

①から 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では、重大事故対処施設の設計に

ついて、別の基本設計方針に記載するこ

とから記載しない。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 
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別紙１① 
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屋外の重大事故等対処設備は，防

火帯の内側に設置すること及び設計

基準事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備を設置する

場所と異なる場所に保管する設計と

する。外⑫-3 

 

ただし，内的事象を要因とする重

大事故等へ対処する常設重大事故等

対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，森林

火災発生時に消防車による事前散水

による延焼防止を図るとともに，外

部火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はこれらを適切

に組み合わせることにより，その機

能を損なわない設計とする。また，

機能が確保できない場合には，関連

する工程を停止することを保安規定

に定めて，管理する。外⑫-4 

 

 

 

 

 

外部火災としては，「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」（以下

「外部火災ガイド」という。）を参考

として，森林火災，近隣の産業施設の

火災及び爆発並びに航空機墜落による

火災に対して，外部火災防護対象施設

を収納する建屋及び屋外に設置する外

部火災防護対象施設である安全冷却水

系の冷却塔，冷却塔に接続する屋外設

備，主排気筒，主排気筒に接続する屋

外配管及び屋外ダクト（以下「屋外の

外部火災防護対象施設」という。）の

影響を評価する。また，重大事故等対

処設備については森林火災の影響を評

価する。外①-6、外①-10、外⑫-5 

 

  また，外部火災防護対象施設へ影響

を与えるおそれのある敷地内に存在す

る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガ

スボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）については，外部火災源と

しての影響及び外部火災による影響を

評価する。外①-7、外①-10、外②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災としては，「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」を参考と

して，森林火災，近隣の工場，石油コ

ンビナート等特別防災区域，危険物貯

蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近

隣の産業施設」という。）の火災及び

爆発並びに航空機墜落による火災を対

象とする。外□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでの外部火災としては，「原子

力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成 25 年６月 19 日 原規技発第

13061912 号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）

を参考として，森林火災，近隣の産業

施設の火災及び爆発並びに航空機墜落

による火災を対象とする。外①-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

また，外部火災防護対象施設へ影響

を与えるおそれのある敷地内に存在す

る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガ

スボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）については，外部火災源と

しての影響外①-7 及び外部火災による

影響を考慮する。外②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 発電所敷地内の火災・爆発源に対す

る設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，発

電所敷地内に設置する屋外の危険物タ

ンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯

蔵する一般取扱所，危険物を搭載した

車両及び危険物を内包する貯蔵設備以

外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）の火災・爆発，航空機墜落

による火災，敷地内の危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同

時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護対象施

設への熱影響を評価する。 

 

 

 (c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載するため記載が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、原子力発電所のガイドを

参考とすること及び、重大事故対処施設の

設計について、記載箇所が異なるため記載

が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵処施設等における配慮の違いが

あり記載が異なる。 

③(p.10)から 

⑦(p.26)から 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針として、再処理施設に直接適

用されない原子力発電所の外部火災ガイド

の結び付きを明確にし、発行年月、記番号

までは不要であるため、記載を適正化し

た。 

また、ガイドを参考に実施する外①-6 の

「火災の対象の選定」と外①-10「影響評

価」は１つのパラグラフにまとめた。以降

の、「また」、「さらに」、「ただし」の

文章についてもガイドを参考にしている

が、本パラグラフに結び付く記載であるこ

とは明らかであることから、以降の個々の

パラグラフでは、外部火災ガイドは記載し

ていない。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備のうち，一部例外設備

に対する当社特有の方針を記載。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

【許可からの変更点等】 

可燃性ガスボンベを「等」に含め、「危

険物貯蔵施設等」と定義することから、

含まれる施設は明確であり、当該箇所で

は許可の記載を用いた。 
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  さらに，近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳，航空機墜落による火災

と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発と

の重畳を考慮し，外部火災防護対象施

設を収納する建屋及び屋外の外部火災

防護対象施設への影響を評価する。外

①-8、外①-9、外①-10 

 

ただし，航空機墜落火災について

は，屋外の外部火災防護対象施設に波

及的影響を及ぼすおそれのある施設及

び飛来物防護板から建屋内の外部火災

防護対象施設への熱影響も評価する。

外①-10、外①-11、外①-12 

 

外部火災の評価の条件に変更があっ

た場合は，外部火災防護対象施設の安

全機能への影響評価を実施することを

保安規定に定めて，管理する。外②-3

外③-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし，地下に設置する第１非常

用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備，

第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯

蔵設備，重油貯槽，第１軽油貯槽，第

２軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ貯

槽，ＴＢＰ受入れ貯槽及びｎ－ドデカ

ン受入れ貯槽については，熱影響を受

けないことから危険物貯蔵施設等の対

象から除外する。外◇1  

さらに，近隣の産業施設の火災にお

いては，外部火災ガイドを参考とし

て，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び

火することにより再処理施設へ迫る場

合を想定し，近隣の産業施設の火災と

森林火災の重畳を考慮する。外①-8 ま

た，敷地内への航空機墜落による火災

を想定することから，航空機墜落によ

る火災と危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発との重畳を考慮する。外①-9 

外部火災の影響評価は，外部火災ガ

イドを参考として実施する。外①-10 

外部火災にて想定する火災及び爆発

を第 1.7.11－１表に示す。また，危険

物貯蔵施設等を第 1.7.11－２表に，危

険物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－１

図に示す。外◇1  

 

1.7.11.2 設計対処施設外◇２  

外部火災防護対象施設は，建屋内に

収納され防護される設備及び屋外に設

置される設備に分類されることから，

外部火災防護対象施設を収納する建屋

及び屋外に設置する外部火災防護対象

施設を設計対処施設とする。ただし，

地下階に設置されている外部火災防護

対象施設は外部火災からの熱影響を受

けないため，外部火災防護対象施設を

地下階のみに収納している建屋は設計

対処施設の対象外とする。 

上記方針に基づき，設計対処施設の

うち，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋を以下のとおり選定する。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(２) 前処理建屋 

(３) 分離建屋 

(４) 精製建屋 

(５) ウラン脱硝建屋 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋 

(９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，保安規定に植生管理（隣接事

業所を含む）により必要となる離隔距

離を維持することを定め管理すること

で津波防護施設の機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-11、外①-12 

（p.24 から） 

 

 

 

 

 

 

 

外②-3（p.33 から） 

外③-12（p.33 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件の違いから、航空機墜落火災の

想定の違いがあり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件の違いから、石油備蓄基地火災

と森林火災の重畳の影響事が必要であり記

載が異なる。 

②(p.4)から 

【許可からの変更点】 

事業許可において示した、防火帯設計

（幅）の管理に必要な「植生に大きな変更

があった場合の再解析」（外③-12）の手

順、各施設の火災源からの離隔設計管理に

必要な「評価条件に変更があった場合の影

響評価」（外②-3）の手順があり、外③-

12 は外②-3 の手順に包絡されることか

ら、外②-3 の記載とした。 
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(11) 制御建屋 

(12) 非常用電源建屋 

(13) 主排気筒管理建屋 

設計対処施設のうち，屋外に設置す

る外部火災防護対象施設を以下のとお

り選定する。 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

(３) 第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(４) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔に接続する屋外設備 

(５) 主排気筒 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備 

(７) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

(８) 前処理建屋換気設備 

(９) 分離建屋換気設備 

(10) 精製建屋換気設備 

(11) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備 

(12) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備 

上記の，屋外に設置する外部火災防

護対象施設のうち，(６)～(12)を合わせて

「主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクト」という。 

設計対処施設を第 1.7.11－３表に，

設計対処施設の配置を第 1.7.11－１図

に示す。また，設計対処施設のうち，

外部火災防護対象施設を収納する建屋

の熱影響評価で考慮する外壁厚さを第

1.7.11－４表に示す。 

さらに，二次的影響として，火災に

伴い発生するばい煙及び有毒ガスを抽

出し，その上で，安全機能を有する施

設のうち，外気を取り込むことによ

り，外部火災防護対象施設の安全機能

が損なわれるおそれがある設備を以下

のとおり選定する。 

(１)設計対処施設の各建屋の換気設備 

(２)制御建屋中央制御室換気設備 

(３)第１非常用ディーゼル発電機 

(４)第２非常用ディーゼル発電機 

(５)安全圧縮空気系の空気圧縮機 

(６)ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び

通風管 
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(１) 森林火災に対する設計方針 

 

森林火災については，外部火災ガイ

ドを参考として，初期条件を再処理施

設への影響が厳しい評価となるように

設定し算出した 大の火炎輻射強度

（750ｋＷ／ｍ２）となるセルを評価対

象の 短として配置し，火炎 前線の

火炎が到達したセルを横一列に並べ，

危険距離及び温度を求め評価する。外

③-1、外③-5、外③-6、外③-7 

 

 

 

外部火災防護対象施設を収納する建

屋は，外壁表面温度がコンクリートの

許容温度となる危険距離を求め，危険

距離以上の離隔距離を確保する設計と

する。外③-6、外③-7、外③-8 

 

 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外壁表面温度がコンクリートの許

容温度となる危険距離を求め，危険距

離以上の離隔距離を確保する設計とす

る。外③-6、外③-7、外③-8、外⑫-6 

 

屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，輻射強度に基づき評価対象部位

の温度を算出し，許容温度以下とする

設計とする。外③-9 

 

 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機における外気取

入口から室内に流入する空気の温度評価

は，石油備蓄基地火災に包絡される。外

③-10 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備について

は，危険距離以上の離隔距離を確保す

る設計とする。又は消防車による初期

消火、必要に応じて設備の移動を行う

ことを保安規定に定めて，管理する。

外⑫-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.3 森林火災の想定 

1.7.11.3.1 概要 

想定される森林火災については，外

部火災ガイドを参考として，初期条件

（可燃物量（植生），気象条件及び発

火点）を，再処理施設への影響が厳し

い評価となるように設定し，森林火災

シミュレーション解析コード（以下

「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を用い

て影響評価を実施する。外③-1 

この影響評価の結果に基づき，必要

な防火帯及び離隔距離を確保すること

により，設計対処施設の温度を許容温

度以下とし，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。外

◇3  

 

1.7.11.3.2 森林火災の想定外◇3  

想定する森林火災については，外部

火災ガイドを参考として，初期条件

（可燃物量（植生），気象条件（湿

度，温度，風速，風向）及び発火点）

を，工学的判断に基づいて再処理施設

への影響が厳しい評価となるよう以下

のとおり設定する。 

(１) 森林火災における各樹種の可燃物

量は，青森県の森林簿及び森林計画

図のデータによる現地の植生を用い

るとともに，敷地内の各樹種の可燃

物量は現地調査により，現地の植生

を用いる。また，樹種及び林齢を踏

まえ，可燃物量が多くなるように植

生を設定する。 

(２) 気象条件は，立地地域及びその周

辺地域における過去 10 年間の気象条

件を調査し，青森県の森林火災の発

生頻度を考慮して， 小湿度， 高

気温及び 大風速の組合せとする。 

(３) 風向は， 大風速記録時の風向か

ら卓越風向を設定する。 

(４) 発火点は，青森県の森林火災の発

生原因で 多となっている煙草及び

たき火を踏まえて，再処理施設から

直線距離 10ｋｍの範囲における人為

的行為を考慮し，火を取り扱う可能

性のある箇所で火災の発生頻度が高

いと想定される居住地域近傍の道路

沿い及び人の立ち入りがある作業エ

リアまでの道路沿いを候補とし，卓

越風向から施設の風上となることも

考慮し外部火災の発生を想定したと

 

 

・森林火災については，発電所周辺の

植生を確認し，作成した植生データ

等を基に求めた，防火帯の外縁（火

炎側）付近における 大火炎輻射強

度（建屋評価においては 444 kW/m2，

その他評価においては 442 kW/m2）に

よる危険距離を求め評価する。 

 

 

 

 

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-5（p.10 から） 

外③-6（p.10 から） 

外③-7（p.10 から） 

外③-8（p.11 から） 

外③-9（p.11 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-10（p.12 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥(p.6)から 

④(p.11)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，サイト周辺の状況から，

石油備蓄基地火災を想定しており，想定す

る事象が異なるため，記載が異なる。 

【許可からの変更点】 

可燃物量（植生）等については、火災条件

の記載であり、先述した「外部火災条件が

変わった場合の再評価の手順」にて管理さ

れることから、ここでの記載は省略した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，最大火炎輻射強度のセル

配置の考え方が異なる。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載すると整理している

ことから記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載すると整理している

ことから記載が異なる。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 
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きに再処理施設への影響評価の観点

で，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される

火線強度及び反応強度（火炎輻射強

度）の影響が厳しい評価となるよ

う，以下のとおり設定する。発火点

の位置を第 1.7.11－２図に示す。 

ａ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生）及び卓越風

向「西北西」を考慮し，敷地西側

に位置（約 9.5ｋｍ）する横浜町吹

越地区の居住区域近傍の道路沿い

を「発火点１」として設定する。 

ｂ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生）及び卓越風

向「東南東」を考慮し，敷地東側

に位置（約７ｋｍ）するむつ小川

原国家石油備蓄基地（以下「石油

備蓄基地」という。）の中継ポン

プ場及び中継ポンプ場までのアク

セス道路沿いを「発火点２」とし

て設定する。 

ｃ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生），卓越風向

「西北西」及び再処理施設までの

火炎の到達時間が 短であること

を考慮し，敷地西側に位置（約 0.9

ｋｍ）する石油備蓄基地及び石油

備蓄基地までのアクセス道路沿い

を「発火点３」として設定する。 

(５) 太陽光の入射により，火線強度が

増大す ることから，日照による火

線強度の変化を考慮し，火線強度が

大となる時刻を発火時刻として設

定する。 

 

1.7.11.3.3 評価対象範囲外◇3  

評価対象範囲は，外部火災ガイドを

参考として，森林火災の発火想定地点

を敷地周辺の 10ｋｍ以内とし，植生，

地形及び土地利用データは発火点まで

の距離に安全余裕を考慮し，南北 12ｋ

ｍ及び東西 12ｋｍとする。 

 

1.7. 11.3.4 入力データ外◇3  

ＦＡＲＳＩＴＥの入力データは，外

部火災ガイドを参考に，以下のとおり

とする。 

(１) 地形データ 

敷地内及び敷地周辺の土地の標高及

び地形のデータについては，現地状況
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をできるだけ模擬するため，10ｍメッ

シュの「基盤地図情報 数値標高モデ

ル」を用いる。 

(２) 土地利用データ 

敷地周辺の土地利用データについて

は，現地状況をできるだけ模擬するた

め，100ｍメッシュの「国土数値情報 

土地利用細分メッシュ」を用いる。 

(３) 植生データ 

植生データについては，現地状況を

できるだけ模擬するため，敷地周辺の

樹種や生育状況に関する情報を有する

森林簿及び森林計画図の空間データを

使用する。ここで，森林簿の情報を用

いて，土地利用データにおける森林領

域を，樹種及び林齢によりさらに細分

化する。 

また，敷地内の樹種や生育状況に関

する情報は，実際の植生を調査し，そ

の調査結果を使用する。 

植生が混在する場合は，厳しい評価

となるように可燃物量，可燃物の高さ

及び可燃物熱量を考慮して入力する植

生データを設定する。 

(４) 気象データ 

気象条件については，外部火災ガイ

ドを参考とし，過去 10 年間を調査し，

森林火災の発生頻度が年間を通じて比

較的高い３月から８月の 高気温，

小湿度及び 大風速の組合せを考慮

し，風向は卓越方向を考慮する。再処

理施設の 寄りの気象官署としては，

気候的に敷地に比較的類似している八

戸特別地域気象観測所及びむつ特別地

域気象観測所があり，敷地近傍には六

ヶ所地域気象観測所がある。 高気

温， 小湿度及び 大風速について

は，気象条件が も厳しい値となる八

戸特別地域気象観測所の過去 10 年間の

気象データから設定する。風向につい

ては，再処理施設の風上に発火点を設

定する必要があることから，敷地近傍

にある六ヶ所地域気象観測所の過去 10

年間の気象データから， 大風速時の

風向の出現回数及び風向の出現回数を

調査し，卓越方向を設定する。 

ＦＡＲＳＩＴＥによる評価に当たっ

ては，厳しい評価となるよう以下のと

おり，風向，風速，気温及び湿度によ

る影響を考慮する。 

ａ．風向及び風速については，火災の

延焼性を高め，また，敷地側に対す

る風の影響を厳しく想定するため，
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自然現象として想定される森林火災

については，森林火災シミュレーショ

ン解析コードを用いて算出される 大

火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）から設定

し，事業（変更）許可を受けた防火帯

（幅 25ｍ以上）を敷地内に設ける設計

とする。外③-1、外③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象として想定される森林火災

については，敷地への延焼防止を目的

として，再処理施設の敷地周辺の植生

を確認し，作成した植生データ及び敷

地の気象条件等を基に解析によって求

めた 大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）か

ら算出される防火帯（幅 25ｍ以上）を

敷地内に設ける。外③-2 

 

風速は 大風速で一定とし，風向は

卓越風向とする。 

ｂ．気温については，可燃物の燃焼性

を高めるため， 高気温で一定とす

る。 

ｃ．湿度については，可燃物が乾燥し

燃えやすい状態とするため， 小湿

度で一定とする。 

 

1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算

出外◇3  

外部火災ガイドを参考として，ホイ

ヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデ

ルを用いて，評価結果が厳しくなるよ

う火炎をモデル化した上で，上記の設

定を基にＦＡＲＳＩＴＥにて，延焼速

度（平均 0.04ｍ／ｓ（発火点３）），

火線強度及び火炎輻射強度を算出す

る。 

 

1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活

動外◇3  

外部火災ガイドを参考として，ＦＡ

ＲＳＩＴＥにより，発火点から防火帯

までの火炎到達時間（５時間１分（発

火点３））を算出する。敷地内には，

消火活動に必要な消火栓等の消火設備

の設置及び大型化学消防車等を配備す

ることで，森林火災が防火帯に到達す

るまでの間に敷地内に常駐する自衛消

防隊の消火班による消火活動が可能で

あり，万一の飛び火等による火災の延

焼を防止することで設計対処施設への

影響を防止し，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち防火帯

の外側に位置する放射線管理施設の環

境モニタリング設備のモニタリングポ

スト，ダストモニタ及び積算線量計に

ついては，森林火災発生時は，自衛消

防隊の消火班による事前散水により延

焼防止を図ること及び代替設備を確保

することにより，その機能を維持する

設計とする。 

 

1.7.11.3.7 防火帯幅の設定外◇3  

ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価によ

り算出される 大火線強度（9,128ｋＷ

／ｍ（発火点２））に対し，外部火災

ガイドを参考として，風上に樹木があ

る場合の火線強度と 小防火帯の関係

から，必要とされる 小防火帯幅 24.9

ｍを上回る幅 25ｍ以上の防火帯を確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，保安規定に植生管理（隣接事

業所を含む）により必要となる離隔距

離を維持することを定め管理すること

で津波防護施設の機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

a) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

自然現象として想定される森林火災

については，森林火災シミュレーショ

ン解析コードを用いて求めた 大火線

強度から設定し，設置（変更）許可を

受けた防火帯（約 23 m）を敷地内に設

ける設計とする。また，防火帯は延焼

防止効果を損なわない設計とし，防火

帯に可燃物を含む機器等を設置する場

合は必要 小限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(p.4)へ 

【許可からの変更点等】 

植生、気象条件等の火災条件については、

先述した「外部火災条件が変わった場合の

再評価の手順」で管理されることから、こ

こでの記載は省略した。 

なお、「解析」は詳細な説明とするため事

業許可においてＦＡＲＳＩＴＥを示す、

「森林火災シミュレーション解析コード」

との記載とした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、防火帯の設計条件である

最大火線強度は共通 06 に従い記載するもの

であり、記載が異なる。 
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防火帯は延焼防止機能を損なわない

設計とし，防火帯内には原則として可

燃物となるものは設置しないこととす

る。ただし，防火帯に可燃物を含む機

器等を設置する場合には，必要 小限

とするとともに，不燃性シートで覆う

等の対策を実施することを保安規定に

定めて、管理する。外③-3、外③-4、

外③-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火帯は延焼防止機能を損なわない

設計とし，防火帯内には原則として可

燃物となるものは設置しない。外③-3 

防火帯に可燃物を含む機器等を設置す

る場合には，延焼防止機能を損なわな

いよう必要 小限とするとともに，不

燃性シートで覆う等の対策を実施す

る。外③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距

離の確保等により，安全機能を有する

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することにより，設計対処施設への延

焼を防止し，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。設

置する防火帯の位置を第 1.7.11－１図

に示す。 

 

1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響

評価について 

(１) 森林火災の想定外◇3  

森林火災を以下のとおり想定する。 

ａ．外部火災ガイドを参考に，森林

火災による熱を受ける面と森林火

災の火炎の地点は同じ高さにある

と仮定する。外◇3  

ｂ．外部火災ガイドを参考に，森林

火災の火炎は，円筒火炎モデルと

し，火炎の高さは燃焼半径の３倍

とする。外◇3  

ｃ．円筒火炎モデル数は，火炎 前

線のセルごとに設定する。 

ｄ．設計対処施設への熱影響が厳し

くなるよう，火炎 前線のセルか

ら，外◇3 大の火炎輻射強度（750

ｋＷ／ｍ２（発火点３））となるセ

ルを評価対象の 短として配置

し，火炎 前線の火炎が到達した

セルを横一列に並べて，外③-5 全

てのセルからの火炎輻射強度を考

慮する。外◇3  

(２) 危険距離 

大の火炎輻射強度を踏まえた輻射

強度に基づき，防火帯の外縁（火炎

側）から設計対処施設までの離隔距離

を，外壁表面温度がコンクリートの圧

縮強度が維持できる温度である 200℃と

なる危険距離 23ｍ以上確保すること

で，外③-7設計対処施設への延焼を防

止し，建屋内に収納する外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外◇3  

危険距離については，設計対処施設

が受ける輻射強度の影響が 大となる

発火点３の森林火災に基づき算出す

る。外◇3  

(３) 設計対処施設への熱影響について

外◇3  

外部火災ガイドを参考として，熱影

響評価を実施する。 

ａ．外部火災防護対象施設を収納す

る建屋 

評価対象は，防火帯から も近い

位置（約 170ｍ）にある使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋とする。使用済燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 発電所敷地内の火災・爆発源に対す

る設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，発

電所敷地内に設置する屋外の危険物タ

ンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯

蔵する一般取扱所，危険物を搭載した

車両及び危険物を内包する貯蔵設備以

外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）の火災・爆発，航空機墜落

による火災，敷地内の危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同

時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護対象施

設への熱影響を評価する。 

 

ただし，放水路ゲートについては，

航空機落下を起因として津波が発生す

ることはないこと及び放水路ゲート

は，大量の放射性物質を蓄えておら

ず，原子炉の安全停止（炉心冷却を含

む。）機能を有していないため，航空

機落下確率を算出する標的面積として

抽出しないことから，航空機墜落によ

る火災は設計上考慮しない。 

また，排気筒モニタについては，安

全上支障のない期間に補修等の対応を

行うことで，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

外部事象防護対象施設の評価条件を

以下のように設定し，評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-11（p.32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-5（p.6 へ） 

外③-6（p.6 へ） 

外③-7（p.6 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、手順としての不燃化対策

を明記しており、運用管理の違いから記載

が異なる。 

③(p.3)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設

備がないことから記載が異な

る。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では敷地内の個別

で記載しており、本記載は不

要なため記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

「不燃シートで覆う等」の指す内容は不燃

シートでの養生、不燃性の電線管への交

換、防火テープの巻き付けなどであり、補

足説明資料で示すため当該箇所では許可の

記載を用いた。 
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受入れ・貯蔵建屋外壁が受ける輻射

強度（1.4ｋＷ／ｍ２（発火点３））

については，外部火災ガイドを参考

とし，設計対処施設への輻射強度の

影響が 大となる発火点３の森林火

災に基づき算出する。この輻射強度

に基づき算出する使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の外壁表面温度を，コ

ンクリートの許容温度 200℃以下とす

ることで，建屋内に収納する外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外③-8 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，防火帯から も近

い位置（約 129ｍ）にある設計対処

施設の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａとする。使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ａが受ける輻射強度（2.1

ｋＷ／ｍ２（発火点３））について

は，外部火災ガイドを参考とし，

設計対処施設への輻射強度が 大

となる発火点３の森林火災に基づ

き算出する。この輻射強度に基づ

き算出する使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａの冷却水出口温度を 大

運転温度以下とすることで，外部

火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外③-9 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクト）外◇3  

主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，主要材

が鋼材であり，熱に対しての許容

温度が高い。また，森林火災の評

価対象である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋より距離が離れているこ

とから，主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクトが火炎から受

ける輻射強度は，評価対象より低

い。森林火災に対して，評価対象

の外壁表面温度はコンクリートの

許容温度 200℃以下とすることか

ら，主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトについても安全機

能を損なうことはない。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機外◇3  

第１非常用ディーゼル発電機及

び第２非常用ディーゼル発電機は

 

 

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

爆発源として，ガス爆発の爆風圧が

0.01 MPa となる危険限界距離を算出

し，その危険限界距離を上回る離隔距

離を確保する設計とする。 

 

 

 

・森林火災については，発電所周辺の

植生を確認し，作成した植生データ

等を基に求めた，防火帯の外縁（火

炎側）付近における 大火炎輻射強

度（建屋評価においては 444 kW/m2，

その他評価においては 442 kW/m2）に

よる危険距離を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-8（p.6 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-9（p.6 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(p.6,p.18)へ 

⑥(p.6)へ 

⑤(p.26)へ 
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建屋内に収納し，建屋の外気取入

口から室内へ空気を取り込み，そ

の室内空気をディーゼル発電機へ

取り込む設計とする。そのため，

非常用ディーゼル発電機を収納す

る設計対処施設の外気取入口から

室内に流入する空気の温度が森林

火災の熱影響によって上昇したと

しても室内温度の 高温度以下と

することで，室内から空気を取り

込む非常用ディーゼル発電機の安

全機能を損なわない設計とする。 

空気温度の評価については，可

燃物量が多く，火災の燃焼時間が

長く輻射熱の影響が厳しい石油備

蓄基地火災の熱影響評価に包絡さ

れる。外③-10 

 

1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び

設計基準事故との組合せ外◇3  

森林火災と同時に発生する可能性が

ある自然現象としては，風（台風）及

び高温が考えられる。森林火災の評価

における気象条件については，外部火

災ガイドを参考とし，過去 10 年間を調

査し，森林火災の発生頻度が年間を通

じて比較的高い月の 高気温及び 大

風速の組合せを考慮している。そのた

め，風（台風）及び高温については，

森林火災の評価条件として考慮されて

いる。 

設計対処施設への森林火災の影響に

ついては，設計基準事故時に生ずる荷

重の組合せを適切に考慮する設計とす

る。すなわち，森林火災により設計対

処施設に作用する荷重及び設計基準事

故時に生ずる荷重を，それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して適切に

組み合わせて設計する。また，設計基

準事故の影響が及ぶ期間に発生すると

考えられる森林火災の荷重と設計基準

事故時に生ずる荷重を適切に考慮する

設計とする。 

設計対処施設は，森林火災に対して

安全機能を損なわない設計とすること

から，森林火災と設計基準事故は独立

事象である。また，設計基準事故発生

時に，森林火災が発生した場合，安全

上重要な施設に荷重を加える設計基準

事故である「プルトニウム精製設備の

セル内での有機溶媒火災」及び「プル

トニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応」による荷重との組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-10（p.6 へ） 
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(２)  近隣の産業施設の火災及び爆発に対

する設計方針 

 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣

の産業施設の火災及び爆発については，

石油備蓄基地の火災，敷地内の危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発を対象として，

離隔距離を確保又は健全性の維持をする

ことで，安全機能を有する施設の安全機

能を損なわない設計とする。外④-1 

 

 

 

 

 

 

また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両

の火災については，敷地内に存在する危

険物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価

に包絡されることから対象外とする。外

④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

漂流船舶の影響については敷地近傍の

石油備蓄基地火災の影響に包絡されるこ

とから対象外とする。外④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象として想定される近隣の産

業施設の火災及び爆発，敷地内に存在

する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性

ガスボンベの火災及び爆発の影響につ

いては，離隔距離の確保等により，安

全機能を有する施設の安全機能を損な

わない設計とする。外④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せが考えられるが，これらの設計基準

事故による荷重を受けるプルトニウム

精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶

は，森林火災の影響を受けることはな

いため，設計基準事故時荷重と森林火

災の組合せは考慮しない。 

 

1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆

発 

1.7.11.4.1 概要 

近隣の産業施設の火災及び爆発につ

いては，外部火災ガイドを参考とし

て，敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する

近隣の産業施設及び敷地内の危険物貯

蔵施設等を網羅的に調査し，石油備蓄

基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）の火災，

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発を対象とする。外④-1 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近

隣の産業施設及び敷地内の危険物貯蔵

施設等の配置を第 1.7.11－１図及び第

1.7.11－３図～第 1.7.11－５図に示

す。外◇4  

また,敷地周辺に国道 338 号線及び県

道 180 号線があることから，燃料輸送

車両の火災による影響が想定される。

燃料輸送車両は，消防法令において移

動タンク貯蔵所の上限が定められてお

り，公道を通行可能な上限のガソリン

が積載された状況を想定した場合で

も，貯蔵量が多く設計対処施設までの

距離が近い敷地内に存在する危険物貯

蔵施設（重油タンク）火災の評価に包

絡されることから，燃料輸送車両の火

災による影響は評価の対象外とする。

外④-2 

漂流船舶の影響については，再処理

事業所は海岸から約５ｋｍ離れてお

り，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影

響に包絡されることから，評価の対象

外とする。外④-3 

設計対処施設である外部火災防護対

象施設を収納する建屋については，外

部火災ガイドを参考として，建屋の外

壁で受ける，火炎から算出された輻射

強度を考慮した場合においても，離隔

距離の確保等により，コンクリートの

許容温度となる輻射強度（以下「危険

輻射強度」という。）以下とすること

で，危険距離以上の離隔を確保する設

計とし，建屋内に収納する外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。外◇4  

 

 

 

 

(c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

・発電所敷地外 10 km 以内の範囲にお

いて，火災により発電用原子炉施設

に影響を及ぼすような石油コンビナ

ート施設は存在しないため，火災に

よる発電用原子炉施設への影響につ

いては考慮しない。 

 

 

 

発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近くを

航行する船舶の火災については，外部

事象防護対象施設を内包する建屋（垂

直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して も厳しい箇

所）の表面温度が許容温度となる危険

距離及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度が許容温度となる危険距離を算

出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

 

 

・発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近く

を航行する船舶の爆発については，

ガス爆発の爆風圧が 0.01 MPa となる

危険限界距離を算出し，その危険限

界距離を上回る離隔距離を確保する

設計とする。また，ガス爆発による

容器破損時に破片に対して，必要な

離隔距離を確保することで，外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト周辺にある石油備蓄基地への

配慮の違いがあり記載が異なる。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

燃料輸送車両及び船舶を火災源として考慮

する基本方針は同じだが、再処理施設にお

いては石油備蓄基地火災または危険物貯蔵

施設の熱影響評価に包絡されると整理し方

針に差異があるため記載が異なる。 

⑦(p.26)から 

⑧(p.26)から 

⑨(p.26)から 

⑩(p.26)から 

【許可からの変更点等】 

事業許可の「離隔距離の確保等」を展開

し、敷地内の危険物貯蔵施設の離隔距離を

確保できない爆発に対し、健全性の維持を

行うこととしていることから、明確な記載

とした。 

【許可からの変更点等】 

設計方針として、人為事象の記載は不要

であり、外部火災ガイドを参考とするこ

とについては、冒頭で宣言していること

から、人為事象、ガイドの参照を省略し

た。 

「敷地西方向約 0.9ｋｍ」に関しては添付

書類で展開するため基本設計方針には記

載しない。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

燃料輸送車両及び船舶を火災源として考慮

する基本方針は同じだが、再処理施設にお

いては石油備蓄基地火災または危険物貯蔵

施設の熱影響評価に包絡されると整理し方

針に差異があるため記載が異なる。 
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・石油備蓄基地の火災については，外部

火災防護対象施設を収納する建屋の外

壁で受ける輻射強度を，コンクリート

の許容温度となる危険輻射強度（2.3ｋ

Ｗ／ｍ２）以下とすることで，危険距離

以上の離隔を確保する設計とする。外

④-4、外④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計対処施設である屋外に設置する

外部火災防護対象施設については，外

部火災ガイドを参考として，影響評価

により算出する輻射強度を考慮した場

合においても，離隔距離の確保等によ

り，許容温度以下とすることで，外部

火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外◇4  

近隣の産業施設の火災により周辺の

森林へ飛び火し敷地へ火炎が迫ること

を想定し，近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳評価を行い，石油備蓄基

地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔

距離を考慮し，石油備蓄基地火災と森

林火災から受ける輻射強度が大きくな

る設計対処施設を重畳評価の対象に選

定する。評価に当たっては，外部火災

ガイドを参考として，影響評価により

算出される輻射強度に基づき，設計対

処施設の温度を許容温度以下とするこ

とで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外◇4  

危険物貯蔵施設等の火災について

は，外部火災ガイドを参考として，影

響評価により算出される輻射強度に基

づき，設計対処施設の温度を許容温度

以下とすることで，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇4  

再処理施設の危険物貯蔵施設等及び

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫の爆発については，設計対処

施設への影響がなく外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇4  

 

1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 

石油備蓄基地火災については，外部

火災ガイドを参考として，以下のとお

り石油備蓄基地火災を想定し，設計対

処施設への熱影響評価を実施する。外

④-4 

(１) 石油備蓄基地火災の想定 

ａ．気象条件は無風状態とする。外

◇4  

ｂ．石油備蓄基地に配置している 51

基の原油タンク（約 11.1 万ｍ３／

基）の原油全てが防油堤内に流出

した全面火災を想定し，原油タン

クから流出した石油類は全て防油

堤内に留まるものとする。外◇4  

ｃ．火災は原油タンク９基（３列×

３行）又は６基（２列×３行）を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外④-5（p.15 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km 以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 

【許可からの変更点等】 

設計方針として、外部火災ガイドを参考と

することについては、冒頭で宣言している

ことから、ガイドの参照を省略した。 
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屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，輻射強度に基づき算出した温度

を許容温度以下とすることで，安全機

能を損なわない設計とする。外④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１単位とした円筒火災モデルと

し，火炎の高さは燃焼半径の３倍

とする。外◇4  

ｄ．原油タンクは，燃焼半径が大き

く，燃焼時に空気供給が不足し，

大量の黒煙が発生するため，放射

発散度の低減率（0.3）を考慮す

る。外◇4  

(２) 設計対処施設への熱影響について

外◇4  

ａ．外部火災防護対象施設を収納す

る建屋 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が 短（約 1,450ｍ）となる第

１ガラス固化体貯蔵建屋とする。

外部火災ガイドを参考とし，想定

される石油備蓄基地火災により第

１ガラス固化体貯蔵建屋の建屋外

壁で受ける火炎からの輻射強度を

算出する。外◇4 この輻射強度を危

険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下

とすることで，危険距離以上の離

隔を確保する設計とする。また，

危険輻射強度以下とすることで外

壁表面温度をコンクリートの許容

温度 200℃以下とし，建屋内に収納

する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外

④-5 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が 短（約 1,640ｍ）となる設

計対処施設の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ｂとし，外部火災ガイド

を参考とし，想定される石油備蓄

基地火災から受ける火炎からの輻

射強度を算出する。外◇4 この輻射

強度に基づき算出する冷却水出口

温度を 大運転温度以下とするこ

とで，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。

外④-6 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクト） 

主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，主要材

が鋼材であり，熱に対しての許容

温度が高い。また，石油備蓄基地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外④－5（p.14 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km 以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 
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第１非常用ディーゼル発電機及び第

２非常用ディーゼル発電機は，外気取

入口から室内に流入する空気の温度が

石油備蓄基地火災の熱影響によって上

昇したとしても，室内温度を 高温度

以下とする設計とする。外④-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳

を想定し，それぞれの輻射熱量及び

離隔距離を考慮し，外部火災防護対

象施設を収納する建屋の外壁表面温

度をコンクリートの許容温度以下と

することで，建屋内に収納する外部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の評価対象とした第１ガラス

固化体貯蔵建屋より距離が離れて

いることから，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクトが火炎

から受ける輻射強度は，評価対象

より低い。石油備蓄基地火災に対

して，評価対象の外壁表面温度は

コンクリートの許容温度 200℃以下

とすることから，主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクトにつ

いても安全機能を損なうことはな

い。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及

び第２非常用ディーゼル発電機は

建屋内に収納し，建屋の外気取入

口から室内へ空気を取り込み，そ

の室内空気をディーゼル発電機へ

取り込む設計とする。 

そのため，非常用ディーゼル発

電機を収納する設計対処施設の外

気取入口から室内に流入する空気

の温度が石油備蓄基地火災の熱影

響によって上昇したとしても室内

温度の 高温度以下とすること

で，室内から空気を取り込む非常

用ディーゼル発電機の安全機能を

損なわない設計とする。外④-7 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が 短（約 1,660ｍ）となる第

２非常用ディーゼル発電機を収納

する非常用電源建屋とする。評価

については，想定される石油備蓄

基地火災により，建屋外壁等がコ

ンクリートの許容温度 200℃に上昇

した状態を想定し，建屋外壁等か

らの熱伝達により，外気取入口か

ら室内に流入する空気温度を算出

する。この空気温度を室内温度の

高温度以下とすることで，室内

から空気を取り込む第２非常用デ

ィーゼル発電機の安全機能を損な

わない設計とする。外◇5  

 

 

1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳評価 

石油備蓄基地火災においては，防油

堤外部へ延焼する可能性は低いが，外

部火災ガイドを参考として，石油備蓄

基地周辺の森林へ飛び火することによ

り再処理施設へ迫る場合を考慮し，石

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km 以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km 以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 
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火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。外⑤-1、外⑤-

2、外⑤-3、外⑤-4 

  屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，輻射強度に基づき算出した温

度を許容温度以下とすることで，外

部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外⑤-5、外⑤-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

火災については，貯蔵量，配置状況並

びに外部火災防護対象施設を収納する

建屋及び屋外の外部火災防護対象施設

への距離を考慮し，火災影響を及ぼす

おそれがあるものを選定する。外⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想

定する。外⑤-1 評価に当たっては，

石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱

量及び離隔距離を考慮し外⑤-2，石油

備蓄基地火災と森林火災から受ける輻

射強度が大きくなる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａを重畳評価の対象とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につい

ては，建屋外壁が受ける輻射強度を外

部火災ガイドを参考として算出する。

外⑤-3 この輻射強度に基づき算出す

る外壁表面温度をコンクリートの許容

温度 200℃以下とすることで，建屋内に

収納する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外⑤-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａについて

は，安全冷却水系冷却塔が受ける輻射

強度を外部火災ガイドを参考として算

出する。外⑤-5 この輻射強度に基づ

き算出した冷却水出口温度を 大運転

温度以下とすることで，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外⑤-6 

 

1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発 

敷地内に複数存在する危険物貯蔵施

設等の中から，貯蔵量，配置状況及び

設計対処施設への距離を考慮し，設計

対処施設に火災及び爆発の影響を及ぼ

すおそれがあるものを選定する。外⑥-

1 

(１) 危険物貯蔵施設等の火災 

火災源として考慮する危険物貯蔵施

設等を第 1.7.11－５表に示す。外◇6  

ａ．危険物貯蔵施設等の火災の想定

外◇6  

危険物貯蔵施設等の火災は，外部

火災ガイドを参考とし以下のとおり

想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

(ｂ) 危険物貯蔵施設内の重油全てが

防油堤内に流出した全面火災を想

定し，流出した重油は全て防油堤

内に留まるものとする。 

(ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火

炎の高さは燃焼半径の３倍とす

る。 

(ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の火災については，貯蔵量等

を勘案して火災源ごとに建屋表面温

度及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料補充用のタンクローリ火

災が発生した場合の影響については，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-1（p.20 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km 以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 
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敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に

おいては，危険物貯留施設ごとに輻射

強度を求め，この輻射強度に基づき外

部火災防護対象施設を収納する建屋の

外壁表面温度を求め，コンクリートの

許容温度以下とすることで，建屋内に

収納する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外⑥-

2、外⑥-4、外⑥-6 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の外部火災防護対象施設は，評

価対象部位の温度を算出し，許容温度

以下とすることにより安全機能を損な

わない設計とする。外⑥-3、外⑥-5、

外⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．評価対象施設外◇6  

評価対象施設は，輻射強度が 大

となる火災を想定するため，危険物

貯蔵施設等からの距離が 短となる

設計対処施設を対象とする。 

危険物貯蔵施設等の火災の影響評

価の対象となる設計対処施設を第

1.7.11－６表に示す。 

ｃ．設計対処施設への熱影響につい

て 

設計対処施設への熱影響は，外部

火災ガイドを参考として評価を実施

する。外◇6  

(ａ) ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の

火災 

評価対象は，ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所からの距離が 短となる

ウラン酸化物貯蔵建屋（約 580ｍ）及

び再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔Ｂ（約 490ｍ）とする。外◇6  

ウラン酸化物貯蔵建屋について

は，建屋外壁が受ける火炎からの輻

射強度（0.088ｋＷ／ｍ２）を外部火

災ガイドを参考として算出する。外

◇6  この輻射強度に基づき算出する

外壁表面温度を，コンクリートの許

容温度 200℃以下とすることで，建屋

内に収納する外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とす

る。外⑥-2 

再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔Ｂについては，冷却塔が受け

る火炎からの輻射強度（0.13ｋＷ／

ｍ２）を外部火災ガイドを参考として

算出する。外◇6  この輻射強度に基

づき算出する冷却水出口温度を 大

運転温度以下とすることで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外⑥-3 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ボイラ用燃料受

入れ・貯蔵所の火災の評価対象であ

るウラン酸化物貯蔵建屋より距離が

離れていることから，主排気筒に接

続する屋外配管及び屋外ダクトが火

炎から受ける輻射強度は，評価対象

より低い。外◇6  ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所の火災に対して，評価対

象の外壁表面温度はコンクリートの

許容温度 200℃以下とすることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋

燃料補充時は監視人が立会を実施する

ことを保安規定に定めて管理し，万一

の火災発生時は速やかに消火活動が可

能とすることにより，外部事象防護対

象施設に影響がない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-4、(p.19 から)、

外⑥-6(p.20 から) 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-5(p.19 から)、外

⑥-7(p.20 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

タンクローリの火災影響は小さく、記載が

異なる。 

＜不一致への手当て＞ 
不要（記載する） 

④(p.11)から 
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外ダクトについても安全機能を損な

うことはない。外◇6  

(ｂ) ボイラ用燃料貯蔵所の火災 

評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所

からの距離が 短となる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋（約 210ｍ）及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約 210

ｍ）とする。外◇6  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につ

いては，建屋外壁が受ける火炎から

の輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を外

部火災ガイドを参考として算出す

る。外◇6  この輻射強度に基づき算

出する外壁表面温度をコンクリート

の許容温度 200℃以下とすることで，

建屋内に収納する外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計と

する。外⑥-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂにつ

いては，冷却塔が受ける火炎からの

輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を外部

火災ガイドを参考として算出する。

外◇6  この輻射強度に基づき算出す

る冷却水出口温度を 大運転温度以

下とすることで，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計と

する。外⑥-5 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ボイラ用燃料貯

蔵所の火災の評価対象とした使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋より距離が離

れていることから，主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクトが火炎

から受ける輻射強度は，評価対象よ

り低い。ボイラ用燃料貯蔵所の火災

に対して，評価対象の外壁表面温度

はコンクリートの許容温度 200℃以下

とすることから，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクトについて

も安全機能を損なうことはない。外

◇6  

(ｃ) ディーゼル発電機用燃料油受入

れ・貯蔵所の火災 

評価対象は，ディーゼル発電機用

燃料油受入れ・貯蔵所からの距離が

短となる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋（約 100ｍ）及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ（約 100ｍ）とする。外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-4(p.18 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-5(p.18 へ) 
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・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設

等は，屋内に収納され，着火源を排除

するとともに可燃性ガスが漏えいした

場合においても滞留しない構造とする

ことで爆発を防止する設計とする。 

その上で，敷地内に設置する危険物

貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距

離を求め，必要な離隔距離を確保する

ことで外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外⑥-1、

外⑥-8、外⑥-9、外⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇6  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につ

いては，建屋外壁が受ける火炎から

の輻射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部

火災ガイドを参考として算出する。

外◇6  この輻射強度に基づき算出す

る外壁表面温度をコンクリートの許

容温度 200℃以下とすることで，建屋

内に収納する外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とす

る。外⑥-6 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂにつ

いては，冷却塔が火炎から受ける輻

射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部火災

ガイドを参考として算出する。外◇6  

この輻射強度に基づき算出する冷却

水出口温度を 大運転温度以下とす

ることで，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。

外⑥-7 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ディーゼル発電

機用燃料油受入れ・貯蔵所の火災の

評価対象である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋より距離が離れていること

から，主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトが火炎から受ける輻

射強度は，評価対象より低い。外◇6  

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・

貯蔵所の火災に対して，評価対象の

外壁表面温度はコンクリートの許容

温度 200℃以下とすることから，主排

気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クトについても安全機能を損なうこ

とはない。外◇6  

(２) 危険物貯蔵施設等の爆発 

爆発源として考慮する危険物貯蔵

施設等を第 1.7.11－５表に示す。外

◇6  

ａ．再処理施設の危険物貯蔵施設等

の爆発 

危険物貯蔵施設等は屋内に収納さ

れ，着火源を排除するとともに可燃

性ガスが漏えいした場合においても

滞留しない構造とすることで爆発を

防止する設計とする。  

また，危険物貯蔵施設等のうち，

低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置

場については，外部火災ガイドを参

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の爆発については，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界

距離を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-6(p.18 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-7(p.18 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-1(p.17 から) 

外⑥-9、外⑥-12(p.21

から) 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社では着火源の排除を基本方針としてお

り、事業許可整合の観点で記載を拡充し

た。 

【許可からの変更点等】 

外部火災ガイドに基づき、危

険限界距離について定義を明

確にした。 

なお、設計方針として、外部

火災ガイドを参考とすること

については、冒頭で宣言して

いることから、ガイドの参照

を省略した。 
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外部火災防護対象施設を収納する建

屋に隣接し，危険限界距離以上の離隔

距離を確保できない場合は，爆発によ

って発生する爆風圧に対して健全性を

維持する設計とすることで，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。外⑥-10、外⑥-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)  航空機墜落による火災に対する設計

方針 

 

航空機墜落による火災については，

対象航空機が外部火災防護対象施設を

収納する建屋等の直近に墜落する火災

を想定し，火炎からの輻射強度に基づ

き算出される外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁及び建屋内の温度

上昇により，建屋内の外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない及び建

屋外壁が要求される機能を損なわない

設計とする。外⑦-1、外⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災については，

対象航空機が安全機能を有する施設を

収納する建屋等の直近に墜落する火災

を想定し，火炎からの輻射強度の影響

により，建屋外壁等の温度上昇を考慮

した場合においても，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわない設計と

すること，若しくはその火災による損

傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。外

⑦-1 

 

 

考に危険限界距離を算出する。外⑥-

8 設計対処施設は，低レベル廃棄物

処理建屋 プロパンボンベ庫及びボ

イラ建屋 ボンベ置場から危険限界

距離以上の離隔を確保することで，

外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。外⑥-9 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製

造建屋については，設計対処施設に

隣接しており，危険限界距離の確保

は出来ない。外⑥-10 そのため，設

計対処施設については，爆発によっ

て発生する爆風圧に対して健全性を

維持する設計とすることで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外⑥-11 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧

ガストレーラ庫の爆発 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガ

ストレーラ庫は，高圧ガス保安法に

基づき，着火源を排除するとともに

可燃性ガスが漏えいした場合におい

ても滞留しない構造とすること及び

爆発時に発生する爆風や飛来物が上

方向に開放される構造として設計す

ることから，設計対処施設への影響

がなく，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。外

⑥-12 

また，設計対処施設は，第１高圧

ガストレーラ庫に対する危険限界距

離以上（55ｍ）以上の離隔距離を確

保する設計とする。外◇6  

 

 

 

1.7.11.5 航空機墜落による火災 

1.7.11.5.1 概要外◇7  

 

航空機墜落による火災については，

外部火災ガイド及び航空機落下評価ガ

イドを参考として，航空機墜落による

火災の条件となる航空機の選定を行

う。また，航空機墜落地点について

は，建屋外壁等で火災が発生すること

を想定する。この航空機墜落による火

災の輻射強度を考慮した場合におい

て，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想

定外◇7  

航空機墜落による火災の想定は，以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・航空機墜落による火災については，

「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価基準について」（平成

21・06・25 原院第 1 号（平成 21 年 6 

月 30 日原子力安全・保安院一部改

正））により落下確率が 10-7（回／

炉・年）となる面積及び離隔距離を算

出し，外部事象防護対象施設への影響

が も厳しくなる地点で火災が起こる

ことを想定し，建屋表面温度及び屋外

の外部事象防護対象施設の温度を求め

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-2（p.23 から） 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、離隔距離

を確保できない施設への配慮が必要であり

記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

再処理施設、MOX 燃料加工施設における共

通的な設計に関する基本的な方針として

本記載としている。想定の基本的な考え

方であるここの記載は、事業許可と同様

に「建屋外壁等」とし、具体的には後述

に示す。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業許可（変更許可）との整合性の観

点から，「 実用発電用原子炉施設への

航空機落下確率の評価基準について」

による落下確率が 10-7 となる面積及び

離隔距離によらず，建屋直近での火災

を想定しているため。 

【許可からの変更点等】 

事業許可 添付資料６において状況説明

をしている文章であることから、設計方

針として、「離隔距離を確保できない場

合」との設計の条件に記載を見直した。 

26



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（22 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下のとおりとする。 

(１) 航空機は，対象航空機を種類別に

分類し，燃料積載量が 大の機種と

する。 

(２) 航空機は，燃料を満載した状態を

想定する。 

(３) 航空機墜落地点は，建屋外壁等の

設計対処施設への影響が厳しい地点

とする。 

(４) 航空機の墜落によって燃料に着火

し，火災が起こることを想定する。 

(５) 気象条件は無風状態とする。 

(６) 火災は円筒火災をモデルとし，火

炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

(７) 油火災において任意の位置にある

輻射強度を計算により求めるには，

半径が 1.5ｍ以上の場合で火炎の高さ

を半径の３倍にした円筒火災モデル

を採用する。 

 

1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する

航空機の選定外◇7  

外部火災ガイドを参考に，航空機墜

落による火災の対象航空機について

は，航空機落下評価ガイドの落下事故

の分類を踏まえ，以下の航空機の落下

事故における航空機を選定する。 

(１) 自衛隊機又は米軍機の訓練空域内

を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中

の落下事故 

外部火災ガイドを参考として，燃料

積載量が 大の自衛隊機であるＫＣ－

767 を選定する。 

また，三沢対地訓練区域を訓練飛行

中の自衛隊機又は米軍機のうち，当社

による調査結果から，自衛隊機のＦ－

２又は米軍機のＦ－16 を選定する。さ

らに，今後訓練飛行を行う主要な航空

機となる可能性のあるＦ－35 について

も選定する。 

(２) 計器飛行方式民間航空機の空路を

巡航中の落下事故 

直行経路を巡航中の計器飛行方式民

間航空機の落下事故については，

「1.7.3.5 航空機落下確率評価」に示

す計器飛行方式民間航空機の航空機落

下確率の評価式を用いると，航空機落

下の発生確率が 10－７回／年となる範囲

が敷地外となる。 

敷地外における外部火災について

は，「1.7.11.4 近隣の産業施設の火

災及び爆発」で，石油備蓄基地に配置

している 51 基の原油タンク（約 11.1
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万ｍ３／基）の原油全てが防油堤内に流

出した全面火災を想定している。計器

飛行方式民間航空機の墜落による火災

について，厳しい条件となる 大燃料

積載量の多い機種（燃料積載量約 240ｍ
３）を対象としても，石油備蓄基地の原

油量と比較すると火災源となる可燃物

量が少ないことから，計器飛行方式民

間航空機の墜落による火災は，近隣の

産業施設の火災影響評価に包絡され

る。 

 

1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定外◇7  

再処理施設は敷地内に放射性物質を

取り扱う建屋が多く，面的に広く分布

していることを踏まえ，離隔距離を想

定しない航空機墜落による火災として

とらえ，航空機墜落地点は，建屋外壁

等の設計対処施設への影響が厳しい地

点とする。また，航空機墜落事故とし

て単独事象を想定する。 

設計対処施設のうち外部火災防護対

象施設を収納する建屋については，外

壁の至近に円筒火災モデルを設定し，

火災の発生から燃料が燃え尽きるまで

の間，一定の輻射強度を与えるものと

して熱影響を評価する。 

屋外に設置する設計対処施設につい

ては，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋への評価と同様に，設計対処施

設の外殻となる竜巻防護対策設備の至

近で航空機墜落による火災が発生する

ことを想定し，設計対処施設の安全機

能を損なわない設計とする。また，竜

巻防護対策設備についても，屋外に設

置する設計対処施設に航空機墜落によ

る火災を起因とした波及的影響を与え

ることのない設計とする。 

 

1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評

価について 

(１) 外部火災防護対象施設を収納する

建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建

屋については，建屋外壁が受ける火炎

からの輻射強度を外部火災ガイドを参

考として算出する。外◇7  この輻射強

度に基づき算出される外壁及び建屋内

の温度上昇により建屋内の外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない及

び建屋外壁が要求される機能を損なわ

ない設計とする。外⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-2 (p.21 へ) 
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熱影響により外部火災防護対象施設

の安全機能を損なうおそれがある場合

には，１時間耐火の大臣認定を取得し

た耐火被覆を施工する。駆動部等で耐

火被覆を施工できない部材は，遮熱板

で囲むことにより安全機能を損なわな

い設計とする。外⑦-3 

耐火被覆については，耐環境性を考

慮した対策を施し，定期的な維持管理

について，保安規定に定めて，管理す

る。外⑦-13 

 

屋外の外部火災防護対象施設は，主

要部材である鋼材の強度が維持される

温度以下とすることで，安全機能を損

なわない設計とする。外⑦-4 また，そ

の外部火災防護対象施設が有する安全

機能が維持される許容温度以下とする

ことで，安全機能を損なわない設計と

する。外⑦-5 

 

外部火災防護対象施設に波及的影響

を及ぼすおそれのある施設は，主要部

材である鋼材の強度が一時的に低下し

ても構造が維持される温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設に波及

的影響を及ぼさない設計とする。外⑦-

6 

 

 

 

 

 

航空機墜落火災による飛来物防護板

の温度上昇により，熱影響を受ける建

屋内の外部火災防護対象施設について

は，飛来物防護板からの輻射強度に基

づく温度を算出し，許容温度以下とす

ることで，安全機能を損なわない設計

とする。外⑦-7 

 

なお，航空機墜落火災が発生した場

合は，火災の影響により損傷した耐火

被覆等が復旧するまでの間，関連する

工程を停止する等の措置を保安規定に

定めて，管理する。外⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

また，熱影響により安全機能を有す

る施設の安全機能を損なうおそれがあ

る場合には，耐火被覆又は遮熱板等の

対策を講ずることにより安全機能を損

なわない設計とする。外⑦-3 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 屋外に設置する外部火災防護対象

施設 

火炎から輻射熱を直接受熱する屋外

に設置する外部火災防護対象施設及び

竜巻防護対策設備については，火炎か

らの輻射熱を受けて高温になるため，

耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ず

ることにより，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外◇7  

 

 

屋外に設置する外部火災防護対象施

設は，主要部材である鋼材の強度が維

持される温度 325℃以下とすることで，

安全機能を損なわない設計とする。外

⑦-4 また，安全冷却水系冷却塔につ

いては，火炎からの輻射強度に基づき

算出する冷却水出口温度を 大運転温

度以下とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。外⑦-5 

 

 

竜巻防護対策設備については，屋外

に設置する外部火災防護対象施設に波

及的影響を与える場合は，支持構造物

である架構等に耐火被覆，遮熱板等の

防護対策を講ずる設計とする。外①-

11、外⑦-6 

 

 

 

(３) 非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機を収納

する非常用電源建屋について，飛来物

防護板を設置する。外◇7  外部火災ガ

イドを参考とし，飛来物防護板が受け

る火炎からの輻射強度を算出する。外

◇7  この輻射強度に基づき飛来物防護

板から建屋内への熱影響により算出さ

れる，第２非常用ディーゼル発電機の

温度を，第２非常用ディーゼル発電機

の性能維持に必要な温度以下とするこ

とで，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-12、外⑦-7 また，第２非常用

ディーゼル発電機の安全機能に影響が

ある場合は，飛来物防護板については

耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ず

る設計とする。外◇7  

 

1.7.11.5.6 航空機墜落による火災と敷

地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-13（p.32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-11 (p.4 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-12 (p.4 へ) 

 

 

 

 

 

外⑦-8 (p.33 から) 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航

空機墜落火災について建屋等の直近

を想定した配慮が必要であり記載が

異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

既に耐火被覆、遮熱板の施工については

前述していることから波及的影響を与え

ないため、「主要部材である鋼材の強度

が一時的に低下しても構造が維持される

温度以下」とする設計方針を記載した。 
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敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と

航空機墜落火災の重畳については，航

空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危

険物及び航空機燃料による重畳火災を

想定したとしても，直近における航空

機墜落による火災評価に包絡される。

外⑦-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発の重畳について 

設計対処施設のうち，建屋について

は，航空機墜落による火災と敷地内の

危険物貯蔵施設による火災が重畳した

場合の熱影響に対して，建屋の外壁温

度が，熱に対するコンクリートの強度

が維持できる温度以下とし，かつ，建

屋内の温度上昇により外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計と

する。外◇7  

さらに，設計対処施設は，航空機墜

落による火災と敷地内の可燃性ガスを

貯蔵するボンベの爆発が重畳した場合

の爆風圧に対して，外部火災ガイドを

参考として危険限界距離を算出し，可

燃性ガスを貯蔵するボンベまでの離隔

距離を確保し，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

また，危険限界距離を確保することが

出来ない設計対処施設については，爆

発によって発生する爆風圧に対して健

全性を維持する設計とすることで，外

部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。外◇7  

(１) 火災の重畳 

航空機墜落による火災に対する危険

物貯蔵施設等の火災の影響について

は，発生熱量が大きく設計対処施設に

与える影響が大きい事象を想定する。

外◇7  発生熱量が一番大きくなる想定

として，重油タンクが航空機墜落によ

り火災を発生させることを想定する。

外◇7  

航空機が危険物貯蔵施設等に直撃

し，危険物及び航空機燃料による重畳

火災を想定したとしても，離隔距離が

も短いディーゼル発電機用燃料油受

入れ・貯蔵所の重畳火災により，設計

対処施設である使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋が受ける輻射強度は１ｋＷ／ｍ２

程度であり，設計対処施設の直近での

航空機墜落による火災を想定した場合

の輻射強度（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さ

く，設計対処施設の直近における航空

機墜落による火災評価に包絡される。

外⑦-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と

航空機墜落火災の重畳については，

各々の火災の評価条件により算出し

た輻射強度，燃焼継続時間等によ

り，外部事象防護対象施設の受熱面

に対し， も厳しい条件となる火災

源と外部事象防護対象施設を選定

し，建屋表面温度及び屋外の外部事

象防護対象施設の温度を求め評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災の想定として建屋等の直近を考慮し

ており、敷地内の危険物貯蔵施設等の火災

と航空機墜落火災の重畳の想定を包絡する

ことから、記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空

機墜落火災の重畳を評価対象外とする詳

細な理由は省略し、観点を要約し「直近

を想定する航空機墜落火災に包絡され

る」ことが分かる記載のみとする 
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航空機墜落による火災と危険物貯蔵

施設等の爆発が重畳した場合の爆風圧

に対しては， 0.01MPa となる危険限界

距離を算出し，危険物貯蔵施設等まで

の離隔距離を確保し，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計と

する。る。外⑦-10、外⑦-11 

また，危険限界距離を確保すること

が出来ない外部火災防護対象施設を収

納する建屋については，爆発によって

発生する爆風圧に対して健全性を維持

する設計とすることで，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外⑦-11、外⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 爆発の重畳 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場

については，外部火災ガイドを参考に

危険限界距離を算出する。設計対処施

設は，低レベル廃棄物処理建屋 プロ

パンボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ

置場から危険限界距離以上の離隔を確

保することで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外⑦-10 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造

建屋については，設計対処施設に隣接

しており，危険限界距離の確保は出来

ない。外⑦-11 そのため，設計対処施

設については，爆発によって発生する

爆風圧に対して健全性を維持する設計

とすることで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発源として，ガス爆発の爆風圧が

0.01 MPa となる危険限界距離を算出

し，その危険限界距離を上回る離隔距

離を確保する設計とする。 

 

 

 (c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

・発電所敷地外 10 km 以内の範囲にお

いて，火災により発電用原子炉施設

に影響を及ぼすような石油コンビナ

ート施設は存在しないため，火災に

よる発電用原子炉施設への影響につ

いては考慮しない。 

 

 

発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近くを

航行する船舶の火災については，外部

事象防護対象施設を内包する建屋（垂

直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して も厳しい箇

所）の表面温度が許容温度となる危険

距離及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度が許容温度となる危険距離を算

出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

 

 

 

・発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近く

を航行する船舶の爆発については，

ガス爆発の爆風圧が 0.01 MPa となる

危険限界距離を算出し，その危険限

界距離を上回る離隔距離を確保する

設計とする。また，ガス爆発による

容器破損時に破片に対して，必要な

離隔距離を確保することで，外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件が異なり、航空機墜落火災の想

定が異なることから、必要であり記載が異

なる。 

⑧(p.13)へ 

⑨(p.13)へ 

⑩(p.13)へ 

⑦(p.13)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件が異なり、航空機墜落火災の想

定が異なることから、必要であり記載が異

なる。 

【許可からの変更点等】 

爆発源となる施設名称は省略

し、外部火災ガイドに基づ

き、危険限界距離について定

義を明確にした。 

なお、設計方針として、外部

火災ガイドを参考とすること

については、冒頭で宣言して

いることから、ガイドの参照

を省略した。 

⑤(p.11)から 
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(5) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針 

危険物貯蔵施設等への熱影響につい

ては，森林火災及び近隣の産業施設の

火災の影響を想定しても，敷地内の危

険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容

温度以下とすることで，危険物貯蔵施

設等の火災及び爆発を防止し，外部火

災防護対象施設を収納する建屋及び屋

外の外部火災防護対象施設へ影響を与

えない設計とする。外⑧-1 

 

また，近隣の産業施設の爆発の影響

を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆

発を防止し，外部火災防護対象施設を

収納する建屋及び屋外の外部火災防護

対象施設へ影響を与えない設計とす

る。外⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 

1.7.11.6.1 概要 

危険物貯蔵施設等への熱影響につい

ては，森林火災及び近隣の産業施設の

火災の影響を想定しても，敷地内の危

険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容

温度以下とすることで，危険物貯蔵施

設等の火災及び爆発を防止し，設計対

処施設へ影響を与えない設計とする。

外⑧-1  

 

 

また，近隣の産業施設の爆発の影響

を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆

発を防止し，設計対処施設へ影響を与

えない設計とする。外⑧-2 

 

1.7.11.6.2 熱影響の評価対象外◇8  

評価対象は，防火帯及び石油備蓄基

地からの距離が 短となる危険物貯蔵

施設等とする。ただし，森林火災又は

石油備蓄基地火災の発生を想定して

も，建物及び構築物により火炎の輻射

の受熱面がない場合には，その危険物

貯蔵施設等は，当該火災評価の際の評

価対象としない。 

森林火災及び近隣の産業施設の火災

における評価対象を第 1.7.11－７表に

示す。 

 

1.7.11.6.3 熱影響について外◇8  

(１) 森林火災 

森林火災においては，重油タンク，

水素ボンベ及びプロパンボンベに対

し，火災の燃焼時間を考慮し，一定の

輻射強度で重油タンク，水素ボンベ及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵施設等の配慮が異なることか

ら、必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵施設等の配慮が異なることか

ら、必要であり記載が異なる。 
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 (５) 二次的影響（ばい煙）に対する設計

方針 

外部火災の二次的影響であるばい煙

による影響については，建屋換気設備

等に適切な防護対策を講じることで，

外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外⑨-1 

 

 

 

 

 (a)換気空調系統 

外部火災防護対象施設を収納する建

屋の換気設備の給気系は，フィルタに

より，ばい煙の侵入を防止すること

で，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外⑨-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災の二次的影響であるばい煙

による影響については，建屋換気設備

等に適切な防護対策を講じることで，

安全機能を有する施設の安全機能を損

なわない設計とする。外⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びプロパンボンベが加熱されるものと

して，内部温度を算出する。算出され

る内部温度を貯蔵物の許容温度以下と

することで，危険物貯蔵施設等の火災

及び爆発を防止し，設計対処施設へ影

響を与えない設計とする。 

(２) 近隣の産業施設の火災 

石油備蓄基地火災においては，重油

タンク及びプロパンボンベが受ける火

炎からの輻射強度に基づき，重油タン

ク及びプロパンボンベの表面での放熱

量と入熱量の関係から，表面温度を算

出する。算出した表面温度を貯蔵物の

許容温度以下とすることで，危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発を防止し，設

計対処施設へ影響を与えない設計とす

る。 

 

1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影

響について外◇8  

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫は，高圧ガス保安法に基づ

き，着火源を排除するとともに可燃性

ガスが漏えいした場合においても滞留

しない構造とすること及び爆発時に発

生する爆風や飛来物が上方向に開放さ

れる構造として設計することから，危

険物貯蔵施設等に対して影響を与えな

い設計とする。 

また，危険物貯蔵施設等は第１高圧

ガストレーラ庫に対する危険限界距離

（55ｍ）以上の離隔距離を確保する設

計とする。 

 

1.7.11.7 二次的影響評価 

1.7.11.7.1 概要 

ばい煙及び有毒ガスによる影響につ

いては，外部火災ガイドを参考として

第 1.7.11－８表の設備を対象とし，ば

い煙及び有毒ガスの侵入を防止するた

め，適切な対策を講ずることで外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外◇9 、外◇10  ただし，

他に二次的影響が想定される爆風につ

いては，「1.7.11.4 近隣の産業施設

の火災及び爆発」で示す。外◇9 、外◇10  

 

1.7.11.7.2 ばい煙の影響 

(１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の

給気系は，粒子フィルタ又は中性能フ

ィルタにより，ばい煙の侵入を防止す

ることで，外部火災防護対象施設の安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計

方針 

屋外に開口しており空気の流路とな

る施設及び換気空調設備に対し，ばい

煙の侵入を防止するため適切な防護対

策を講じることで，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

イ. 換気空調設備 

外部火災によるばい煙が発生した

場合には，侵入を防止するためフィ

ルタを設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

冒頭で安全機能を有する施設

への考え方を整理しており、

ここでは、事業変更許可申請

書の添付書類六の記載から外

部火災防護対象施設に記載を

見直した。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、粒子や中性

能といった仕様として不要な

記載を省略し、フィルタとし

た。 
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制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，制御室の換気

設備の外気取入口に設置するフィルタ

により，一定以上の粒径のばい煙粒子

を捕獲する設計とする。 

また，制御建屋中央制御室換気設備

の外気との連絡口を遮断し，制御建屋

の中央制御室内の空気を再循環するこ

とを保安規定に定めて,管理する。外⑨

-3、外⑨-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止することを保安規定に定め

て,管理する。外⑨-4、外⑨-8  

 

 

 

 

 

 

(b)ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用

ディーゼル発電機及び第２非常用ディ

ーゼル発電機についてはフィルタやワ

イヤーネットにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全機能を損なわない設計とする。外⑨-

2 

 

制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，制御建屋中央

制御室換気設備の外気取入口に高性能

粒子フィルタを設置し，一定以上の粒

径のばい煙粒子を捕獲するとともに，

制御建屋中央制御室換気設備の外気と

の連絡口を遮断し，制御建屋の中央制

御室内の空気を再循環する措置を講ず

る設計とする。外⑨-3 再循環につい

ては，制御建屋の中央制御室内の酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮

する。これにより，再処理事業所内に

おいてばい煙が発生した場合において

も，再循環する措置を講ずることで制

御建屋の中央制御室の居住性を損なわ

ない設計とする。外◇9  また，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防

止する設計とする。外⑨-4  

 

 

 

 

 

(２) ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用

ディーゼル発電機については中性能フ

ィルタ，第２非常用ディーゼル発電機

についてはステンレス製ワイヤーネッ

トにより，ばい煙の侵入を防止するこ

とで，安全機能を損なわない設計とす

る。外⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，室内に滞在する人員の環境

劣化を防止するために，ばい煙の侵

入を防止するよう外気取入ダンパの

閉止及び閉回路循環運転の実施によ

る外気の遮断を保安規定に定めて管

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 計測制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設のうち空調

系統にて空調管理されており間接的

に外気と接する制御盤や施設につい

ては，空調系統にフィルタを設置す

ることによりばい煙が侵入しにくい

設計とする。 

 

ハ. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）については，フィルタを設置

することによりばい煙が侵入しにく

い設計とする。また，ばい煙が侵入

したとしてもばい煙が流路に溜まり

にくい構造とし，ばい煙により閉塞

しない設計とする。 

 

ニ. 残留熱除去系海水系ポンプ及び非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプについては，モ

ータ部を全閉構造とすることによ

り，ばい煙により閉塞しない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑨-8(p.32 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載が異なる。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載

が異なる。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載

が異なる。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、高性能粒子

といった不要な記載を省略

し、フィルタとした。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、中性能やス

テンレス製といった仕様とし

て不要な記載を省略し、フィ

ルタとした。 
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 (c)安全空気圧縮機系の圧縮空気 

外部火災防護対象施設の安全圧縮空

気系の空気圧縮機の吸気側について

は，フィルタにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-6 

 

(ｄ)収納管及び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通

風管については，外気とともに自然空

冷の通気流路にばい煙が流入するが，

流路の閉塞を防止する構造とし，安全

機能を損なわない設計とする。外⑨-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 二次的影響（有毒ガス）に対する設計

方針 

有毒ガスによる影響については，運

転員の作業環境を確保するため制御建

屋の中央制御室内空気を再循環するこ

とにより，居住性に影響を及ぼさない

設計とする。外⑩-1 

 

 

なお，制御建屋の中央制御室内空気

を外気から遮断し，再循環を行うこと

を保安規定に定めて,管理する。外⑩-

2、外⑩-4 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止することを保安規定に定め

て,管理する。外⑩-3、外⑩-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，有毒ガスによる影響については，

運転員の作業環境を確保するため制御建

屋の中央制御室内空気を再循環する設計

とし，居住性に影響を及ぼさない設計と 

する。外⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 安全圧縮空気系の空気圧縮機 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機

の吸気側については，中性能フィルタ

により，ばい煙の侵入を防止すること

で，安全機能を損なわない設計とす

る。外⑨-6 

 

 (４) ガラス固化体貯蔵設備の収納管及

び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然

空冷貯蔵方式により，貯蔵するガラス

固化体からの崩壊熱を利用して冷却空

気入口シャフトから外気を取り入れ，

外部火災防護対象施設である収納管と

通風管で形成する円環流路を上昇しな

がらガラス固化体を冷却し，冷却空気

出口シャフトより排出している。 

外気とともに自然空冷の通気流路に

ばい煙が流入するが，流路の閉塞を防

止する構造とし，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-7 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.7.3 有毒ガスの影響外◇10  

 

制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，有毒ガスの侵

入を防止できるよう，制御建屋中央制

御室換気設備の外気との連絡口を遮断

し，制御建屋の中央制御室内の空気を

再循環する措置を講ずる設計とする。

外⑩-2 再循環については，制御建屋の

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の影響を考慮する。これによ

り，再処理事業所内において有毒ガス

が発生した場合においても，再循環す

る措置を講ずることで制御建屋の中央

制御室の居住性を損なわない設計とす

る。また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室については，必要

に応じて外気との連絡口を遮断し，運

転員への影響を防止する設計とする。

外⑩-3 

 

1.7.11.8 消火体制外◇11  

空気冷却部は，ばい煙が侵入した

場合においてもばい煙が流路に溜ま

りにくい構造とし，ばい煙により閉

塞しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (e) 有毒ガスに対する設計方針 

 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生

した場合には，室内に滞在する人員の

環境劣化を防止するために設置した外

気取入ダンパを閉止し，建屋内の空気

を閉回路循環運転させることにより，

有毒ガスの侵入を防止する設計とす

る。 

 

 

なお，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転の実施による外気の遮断

を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑩-4(p.32 から) 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、安全空気圧縮機系の

圧縮空気の配慮が必要であり記載が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、ガラス固化体貯蔵設

備の収納管と通風管の配慮が必要であり

記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設置が必

要であり、中性能といった仕様とし

て不要な記載を省略し、フィルタと

した。 

【許可からの変更点等】 

ガラス固化体貯蔵設備給排気状況説明

については省略し、設計方針として、

対策が必要な収納管と通風管の記載と

する。 
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  外部火災発生時には，再処理事業部

長等により編成する自衛消防隊を設置

し，再処理施設への影響を軽減するた

め，自衛消防隊の消火班により事前散

水を含む消火活動を実施する。また，

外部火災発生時に必要となる通報連絡

者及び初期消火活動のための要員とし

て自衛消防隊の消火班のうち消火専門

隊は敷地内に常駐する運用とする。自

衛消防隊組織図を，第 1.7.11－６図に

示す。 

 

1.7.11.9 火災防護計画を策定するため

の方針 

外◇11  

外部火災に対する対策を実施するた

め，以下の内容を含めた火災防護計画

を定める。 

(１) 外部火災に対する消火設備の選定

方針，設置目的及び運用方法 

(２) 外部火災に対する消火活動を実施

するための消火栓等の消火設備の設

置並びに大型化学高所放水車，消防

ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車

の配備 

(３) 外部火災の対応に必要な設備の維

持管理に係る体制及び手順 

(４) 初期消火活動及びその後の消火活

動に係る体制並びに火災時の装備 

(５) 再処理施設が影響を受けるおそれ

がある場合の工程停止等の措置 

(６) 計画を遂行するための体制の整備

（責任の所在，責任者の権限，体制

の運営管理，必要な要員の確保に係

る事項を含む）並びに教育及び訓練 

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の

維持及び管理並びにばい煙及び有毒

ガス発生時の対応に係る手順 

(８) 外部火災発生時における再処理施

設の保全のための活動を行う体制の

整備 

 

1.7.11.10 手順等外◇11  

外部火災に対しては，火災発生時の

対応，防火帯の維持及び管理並びにば

い煙及び有毒ガス発生時の対応を適切

に実施するための対策を火災防護計画

に定める。火災防護計画には，計画を

遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な

要員の確保，教育訓練及び外部火災発

生時の対策を実施するために必要な手

順を定める。 

 

主要道路，鉄道線路，定期航路及び

石油コンビナート施設は離隔距離を確

保することで事故等による火災に伴う

発電所への有毒ガスの影響がない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設備がないこと

から記載が異なる。 
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以下に外部火災に対する必要な手順

等を示す。 

(１) 防火帯の維持及び管理に係る手順

並びに防火帯に可燃物を含む機器等

を設置する場合には，延焼防止機能

を損なわないよう必要 小限とする

とともに，不燃性シートで覆う等の

対策を実施する手順を整備する。外

③-11 

(２) 設計対処施設及び危険物貯蔵施設

等の設計変更に当たっては，外部火

災によって，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なうことがないよう

影響評価を行い確認する手順を整備

する。外◇11  

(３) 外部火災によるばい煙及び有毒ガ

ス発生時には，必要に応じてフィル

タ交換の対策を実施する手順を整備

する。また，対策に必要な資機材を

整備する。外◇11  

(４) 敷地外の外部火災に対する事前散

水を含む消火活動及び敷地内の外部

火災に対する消火活動については，

敷地内に常駐する自衛消防隊の消火

班が実施する手順を整備する。ま

た，消火活動に必要な消火栓等の消

火設備の設置並びに大型化学高所放

水車，消防ポンプ付水槽車，化学粉

末消防車及びその他資機材の配備を

実施する。外◇11  

(５) 外部火災の対応に必要な設備の維

持管理に係る手順を整備する。外⑦-

13 

(６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガ

スの発生時には，必要に応じ制御建

屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御

室内空気を再循環することにより，

中央制御室内へのばい煙及び有毒ガ

スの侵入を防止する手順を整備す

る。また，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室については，

必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止する手順

を整備する。外⑨-8、外⑩-4 

(７) 外部火災発生時の連絡体制，防護

対応の内容及び手順の火災防護に関

する教育並びに総合的な訓練を定期

的に実施する手順を整備する。外◇11  

(８) 敷地周辺及び敷地内の植生に関す

る定期的な現場確認を実施する手順

を整備する。また，ＦＡＲＳＩＴＥ

の入力条件である植生に大きな変化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-11(p.10 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-13(p.24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑨-8(p.29 へ) 

外⑩-4(p.30 へ) 
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があった場合は，再解析を実施する

手順を定める。外③-12 

(９) 外部火災の評価の条件に変更があ

った場合は，外部火災防護対象施設

の安全機能への影響評価を実施する

手順を定める。外②-3 

(10) 敷地内の外部火災が発生した場合

は，再処理施設の工程停止等の措置

を講ずる手順を整備する。また，敷

地外の外部火災が発生した場合は，

火災の状況に応じて，再処理施設が

影響を受ける場合には工程停止等の

措置を講ずる手順を整備する。さら

に，必要に応じて運転員が消火活動

の支援を行えるよう，手順を整備す

る。外⑦-8 

 

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。次

項において同じ。）が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要

な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該安全

上重要な施設に作用する衝撃及び設計基

準事故時に生ずる応力を適切に考慮した

ものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安

全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準に

おいて想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）に対して再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。また，安全

上重要な施設は，想定される自然現象に

より作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力を適切に考慮する。外◇1  

 

(10) 森林火災 

安全機能を有する施設は，森林火災の

影響が発生した場合においても安全機能

を損なわない設計とすること，若しくは

森林火災による損傷を考慮して，代替設

 

 

 

外③-12(p.10 へ) 

 

 

 

 

 

 

外②-3（p.4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-8（p.24 へ） 
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備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とす

る。外◇1  

森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥ

による影響評価により算出される 大火

線強度に基づいた防火帯幅を敷地内に確

保する設計とする。外③-2 

また，火炎からの離隔距離の確保等に

より，外部火災防護対象施設を収納する

建屋外壁等の温度を許容温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。上記に含ま

れない安全機能を有する施設について

は，森林火災により損傷した場合を考慮

して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障が生じない期間に修

理を行うこと又はそれらを組み合わせる

ことにより，安全機能を損なわない設計

とする。外◇1  

森林火災により発生するばい煙の影響

に対しては，外部火災防護対象施設を収

納する建屋の換気設備，外気を直接設備

内に取り込む外部火災防護対象施設は，

フィルタによりばい煙の侵入を防止する

設計とするか，ばい煙が侵入しても閉塞

を防止する構造とし，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇9  

制御建屋の中央制御室については，制

御建屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講じ，運転員の

居住性を確保する設計とする。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止

する設計とする。外◇9  

 

(12) 異種の自然現象の重畳及び自然現象

と設計基準事故の組合せ外◇1  

再処理施設の設計において考慮する自

然現象については，その特徴を考慮し，

必要に応じて異種の自然現象の重畳を想

定する。重畳を想定する組合せの検討に

当たっては，同時に発生する可能性が極

めて低い。 

組合せ，再処理施設に及ぼす影響モー

ドが異なる組合せ及び一方の自然現象の

評価に包絡される組合せを除外し，積雪

及び風（台風）,積雪及び竜巻，積雪及び

火山の影響（降灰），積雪及び地震，風
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（台風）及び火山の影響（降灰）並びに

風（台風）及び地震の組合せを考慮す

る。また，安全上重要な施設は，自然現

象又はその組合せにより安全機能を損な

わない設計とする。安全上重要な施設の

安全機能を損なわなければ設計基準事故

に至らないため，安全上重要な施設に大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象又はその組合せと設計基準

事故に因果関係はない。したがって，因

果関係の観点からは，安全上重要な施設

に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力②を組み合わせる必要はな

く，安全上重要な施設は，個々の自然現

象又はその組合せに対して安全機能を損

なわない設計とする。また，安全上重要

な施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期

間に発生すると考えられる自然現象によ

り当該安全上重要な施設に作用する衝撃

及び設計基準事故時に生じる応力を適切

に考慮する設計とする。 

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準にお

いて想定される人為事象に対して再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。

外◇1  

(２) 爆発 

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される爆発に対し

て安全機能を損なわない設計とするこ

と，若しくは爆発による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

ることにより，その安全機能を損なわな

い設計とする。敷地周辺 10ｋｍの範囲内

に存在する石油コンビナートとしては，

石油備蓄基地があるが，危険物のみを有

する施設であり，爆発の影響評価の対象

となる高圧ガスを貯蔵していない。外◇1  

敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する高

圧ガス貯蔵施設としては，敷地内に設置

されるＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガ

ストレーラ庫を対象とする。外◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，

着火源を排除するとともに爆発時に発生

する爆風や飛来物が上方向に開放される

構造として設計することから，外部火災

防護対象施設を収納する建屋等に対して
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
影響を与えない設計とする。また，外部

火災防護対象施設を収納する建屋等は危

険限界距離以上の離隔を確保し，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。外◇1  

 

(３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜

落による火災 

ａ．近隣の産業施設の火災外◇1  

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される近隣の産業

施設の火災に対して安全機能を損なわな

い設計とすること，若しくは近隣の産業

施設の火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計と

する。敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在す

る石油コンビナートとしては，再処理施

設に与える影響が大きい石油備蓄基地

（敷地西方向約 0.9ｋｍ）を対象とする。

石油備蓄基地の原油タンク火災による輻

射強度を考慮した場合においても，離隔

距離の確保等により，外部火災防護対象

施設を収納する建屋外壁等の温度を許容

温度以下とすることで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

また，敷地内に存在する危険物貯蔵施

設等の火災による輻射強度を考慮した場

合においても，外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁温度等を許容温度以

下とすること等により外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

ｂ．航空機墜落による火災外◇1  

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される航空機墜落

による火災に対して安全機能を損なわな

い設計とすること，若しくは航空機墜落

による火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計と

する。 

航空機墜落による火災については，建

屋外壁等の外部火災防護対象施設を収納

する建屋等への影響が厳しい地点に墜落

した場合を想定し，火炎からの輻射強度

の影響により，建屋外壁等の温度上昇を
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
考慮した場合においても，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。また，熱影響により外部火災防護

対象施設の安全機能を損なうおそれがあ

る場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対

策を講ずることにより安全機能を損なわ

ない設計とする。さらに，航空機墜落に

よる火災と危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発との重畳を考慮した場合において

も，外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

 

ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）

外◇1  

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される近隣の産業

施設の火災及び航空機墜落による火災に

より発生する二次的影響（ばい煙及び有

毒ガス）に対して安全機能を損なわない

設計とする。近隣の産業施設の火災及び

航空機墜落による火災により発生するば

い煙の影響に対しては，外部火災防護対

象施設を収納する建屋の換気設備，外気

を直接設備内に取り込む外部火災防護対

象施設は，フィルタによりばい煙の侵入

を防止する設計とするか，ばい煙が侵入

しても閉塞を防止する構造とし，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制

御建屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講じ，運転員の

居住性を確保する設計とする。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止

する設計とする。 

 

(４) 有毒ガス外◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内及び

敷地周辺で発生する有毒ガスに対して安

全機能を損なわない設計とする。また，

再処理施設は，想定される有毒ガスの発

生に対し，制御建屋中央制御室換気設備

により，中央制御室の居住性を損なわな

い設計とする。再処理施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとし

ては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えい

する六ふっ化ウランが加水分解して発生

するふっ化ウラニル及びふっ化水素を想

定する。これらの有毒ガスが，再処理施

設の安全機能に直接影響を及ぼすことは
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
考えられない。また，六ヶ所ウラン濃縮

工場において六ふっ化ウランを正圧で扱

う工程における漏えい事故が発生したと

仮定しても，六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化

水素の濃度は公衆に対する影響が十分に

小さい値となることから，六ヶ所ウラン

濃縮工場の敷地外に立地する再処理施設

の運転員に対しても影響を及ぼすことは

ない。 

再処理施設周辺の可動施設から発生す

る有毒ガスについては，敷地周辺には鉄

道路線がないこと， も近接する幹線道

路については中央制御室が設置される制

御建屋までは約 700ｍ離れていること及び

海岸から再処理施設までは約５ｋｍ離れ

ていることから，幹線道路及び船舶航路

にて運搬される有毒ガスが漏えいしたと

しても，再処理施設の安全機能及び運転

員に影響を及ぼすことは考え難い。 

万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施

設から発生した有毒ガスが中央制御室に

到達するおそれがある場合には，必要に

応じて制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央

制御室内空気を再循環する措置を講ずる

ことにより，運転員への影響を防止する

ことで再処理施設の安全機能を損なわな

い設計とする。使用済燃料受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室においても，必要に

応じて外気との連絡口を遮断し，運転員

への影響を防止することで再処理施設の

安全機能を損なわない設計とする。 
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別紙１② 

第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 設工認資料作成の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

外① 外部火災防護設計の方針 技術基準の要求事項に対する基本方針に

ついて記載する。 

１、

２ 
- a 

外② 
外部火災防護に必要な措置 

外部火災防護のために必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
１ - a 

外③ 
森林火災防護措置 

森林火災に関する技術基準の要求事項に

対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外④ 近隣の産業施設（近隣の工場，石

油コンビナート等特別防災区域，

危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施

設）の火災・爆発 

近隣の産業施設に関する技術基準要求事

項に対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外⑤ 近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳に対する防護措置 

近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳

に関する技術基準の要求事項に対する基

本方針について記載する。 

２ - a 

外⑥ 敷地内の危険物貯蔵施設等、敷地

内に設置されるMOX燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫の火

災・爆発火災の防護措置 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に

関する技術基準の要求事項に対する基本

方針について記載する。 

１、

２ 
- a 

外⑦ 航空機墜落による火災防護措置 航空機墜落火災に関する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外⑧ 危険物貯蔵施設等に対する火災防

護措置 

危険物貯蔵施設等に対する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 

１，

２ 
- a 

外⑨ 二次的影響（ばい煙）に対する防

護措置 

二次的影響（ばい煙）に対する技術基準の

要求事項に対する基本方針について記載

する。 

１、

２ 
- a 

外⑩ 有毒ガスの影響に対する防護措置 有毒ガスの影響に対する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 

１，

２ 
- a 

外⑪ 外部火災影響評価の定期的な実施 影響評価の実施について，保安規定にて担

保する。 

１，

２ 
- a 

外⑫ 重大事故等対処施設への措置 重大事故対処施設について記載する - - - 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外□1  記載の明細化 設置許可本文の記載を具体的な記載・修文して基本設

計方針に記載するため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外◇1  本文と添付 6の重複記載 本文と趣旨が同じため記載しない。 － 

外◇2  評価対象施設 設計対処施設の選定方針については外①で説明してお

り、詳細は添付書類にて記載する。 
a 
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別紙１② 

外◇3  森林火災の評価に関する事項 森林火災については外③で説明しており、詳細は添付

書類にて記載する。 
a 

外◇4  近隣の産業施設（近隣の工場，石

油コンビナート等特別防災区域，

危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施

設）の火災・爆発の評価に関する

事項 

近隣の産業施設の火災及び爆発については外④で説明

しており、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇5  近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳の評価に関する事項 

近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳については外

⑤で説明しており、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇6  敷地内の危険物貯蔵施設等、敷地

内に設置される MOX 燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫の火

災・爆発火災の評価に関する事項 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に

ついては外⑥で説明しており、詳細は添付書類にて記

載する。 

a 

外◇7  航空機墜落による火災の評価に関

する事項 

航空機墜落による火災については外⑦で説明してお

り、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇8  危険物貯蔵施設等への熱影響の評

価に関する事項 

危険物貯蔵施設等への影響については外⑧で説明して

おり、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇9  二次的影響（ばい煙）の評価に対

する事項 

体制、手順等は⑧～⑩にて説明しており、詳細は添付

書類で記載する。 
a 

外◇10  有毒ガスの影響の評価に対する事

項 

森林火災については外②で説明しており、詳細は添付

書類にて記載する。 
a 

外◇11  体制・手順 近隣の産業施設の火災及び爆発については外③で説明

しており、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-1-4 外部火災への配慮に関する説明書 
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別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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別紙３ 
 
 
 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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外外火 04-別添 12-1 

 

１．はじめに 

  耐火被覆及び遮熱板は，航空機墜落火災の発生時において，屋外の外部火災防護対象施

設の安全機能を維持するために必要な防護対策である。本対策を施工することにより，屋

外の外部火災防護対象施設は要求される機能を維持できるため，耐火被覆及び遮熱板に

関する設計項目のうち，設工認本文から仕様表へ展開すべき項目について検討する。 

 

２．設工認にて担保すべき項目について 

２．１ 耐火被覆について 

航空機墜落火災への防護対策である耐火被覆の設計として，防護対策を成立させるた

めには以下の３点が必要であるため，それら３点が設工認で担保すべき項目に該当する

と判断した。 

 （１）耐火塗料が設計条件を満足する耐火性能を有していること 

    航空機墜落火災の防護対策に用いる耐火被覆は，外部火災防護対象施設の温度を

許容温度以下とするために必要な耐火被覆厚さとして設計している。そのため，防

護対策として用いる耐火被覆材は，設計条件に適合した耐火性能を有する塗料であ

る必要があることから，耐火被覆の耐火性能は担保すべき項目に該当する。 

 （２）設計通りの耐火被覆厚さであること 

    防護対象施設の温度上昇を許容温度内に抑えるためには，設計通りの耐火被覆厚

さが施工されている必要があることから，被覆厚さは担保すべき項目に該当する。 

 （３）必要な範囲に耐火被膜が施工されていること 

    外部火災防護対象施設の温度を許容温度以下とするためには，設計通りの塗装範

囲に耐火被覆が施工されている必要があることから，施工範囲は担保すべき項目に

該当する。 

 

２．２ 遮熱板について 

航空機墜落火災への防護対策である遮熱板が、航空機墜落火災発生時に防護対策とし

て機能を発揮するためには、以下を満足する必要がある。各項目について、設工認上で

どのように担保するか整理した。 

（１）遮熱板による防護対象が明確になっていること。 

遮熱板は、耐火被覆が施工できない部位に対し、その部位が火炎から直接輻射を

受け、温度が上昇することを防止する対策である。そのため、火炎からの輻射を遮

ることができる範囲に設置する必要があることから、遮熱板の設置対象部位の明確

化および遮熱板の高さが担保事項となる。 

（２）遮熱板からの間接的影響を考慮しても、防護対象は機能を維持できること。 

航空機墜落火災が発生した際、遮熱板は輻射を受け、温度上昇する。すると、遮熱

板が熱源となり、防護対象は遮熱板から輻射を受けるため、防護対象への間接的影

響を可能な限り低減させるため、遮熱板の温度上昇を低減させると必要がある。そ
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のため、遮熱板には耐火被覆の施工を前提として設計をしていることから、耐火被

覆の施工が設工認上の担保事項に該当する。 

 

３．設工認本文への記載について 

  上記２．を受け，担保すべき項目を以下のとおり仕様表に記載することとした。検討

に当たっては，使用前事業者検査や発電炉の記載事例を参考に検討した。具体的な記載

例を添付資料に示す。 

３．１ 耐火被覆の記載について 

 （１）耐火性能を担保するものとして，大臣認定番号を仕様表の注記に記載 

    耐火性能を担保するものとして，耐火塗料の成分が考えられる。しかし，塗料の

成分にはメーカノウハウが含まれており，開示不可能であることから，検査を考慮

するとこれを仕様表に記載することは現実的ではない。一方，大臣認定番号は，塗

料の種類を特定でき，その耐火性能を保証するものであることから，目的に合致す

る。また，大臣認定番号と耐火塗料の紐づけを使用前事業者検査にて確認すること

も可能であることから，大臣認定番号を仕様表に注記として記載する。 

 （２）外部火災防護対象施設の機能維持を担保するものとして，耐火被覆厚さを仕様表

に記載 

    耐火被覆厚さは，外部火災防護対象施設の部材を許容温度以下とするための設計

の結果であり，施設毎に設定している。耐火被覆厚さは外部火災防護対象施設の温

度を許容温度以下とするために必要な項目であることから，仕様表への記載事項に

該当する。使用前事業者検査では，耐火被覆の施工厚さの記録確認を想定してお

り，仕様表に被覆厚さを記載する。 

 （３）施工範囲の設計条件である離隔距離表を仕様表の付表として記載し，設計結果で

ある塗装範囲図を構造図に記載する。 

    耐火塗装の塗装範囲は，外部火災防護対象施設を許容温度以下とするために塗装

が必要な範囲を設計した結果であり，仕様表記載事項に該当すると考えられるが，

設計結果が図面であることから，構造図（添付図）で申請する。 

    また，塗装範囲図を仕様表記載事項と同等の扱いとするために，塗装範囲図の入

力条件である離隔距離表を仕様表の付表として記載する。なお，本表については，

耐火塗装範囲を設計するための条件であり，使用前事業者検査は，必要離隔距離を

確保できず耐火塗装を施工する範囲を記載した構造図を用いて実施する。 

    また，上記を踏まえ設工認本文には，耐火被覆の設計における基本的な考え方で

ある以下の事項を記載する。（基本設計方針については，共通対応の別紙―１で示

す） 

   ・大臣認定試験には，試験時間等の様々な条件が存在する。しかし本対策において

は，１時間耐火試験を取得していることが設計条件となるため，その旨を記載す

る。 
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   ・耐火被覆範囲には，耐火被覆の施工を前提とした設備と，必要離隔距離表を用い

て耐火被覆の施工範囲を設計する支持架構が存在するため，施工範囲の考え方を

記載する。 

３．２ 遮熱板の記載について 

（１）遮熱板を設置する部位を注記にて表現し、遮熱板の構造を構造図にて示す。 

  遮熱板の設置範囲が適切である事を判断するためには、遮熱板により防護する対

象を明確にする必要がある。そのため、遮熱板による防護対象部位は、仕様表の注

記にて明確にする。 

遮熱板の設置範囲は、防護対象を囲む形で設置することが基本であることから、

構造上、水平方向からの輻射は遮られることになる。そのため、構造を確認できる

よう構造図を示す。 

一方、高さ方向（上下方向）については、構造上からは妥当性が判断できないこ

とから、輻射を遮る範囲を設計した結果である高さを仕様表に寸法として記載す

る。 

（２）耐火被覆を施工することを仕様表の注記にて記載する。 

耐火被覆はすでに仕様表記載対象となっていることから、遮熱板にも耐火被覆を

施工することを仕様表の注記にて記載する。 

また、防護対象部位の温度上昇が許容温度を満足していることを添付書類にて示

す。 

 

４．その他 

 （１）下塗り，中塗り，上塗りについて 

    耐火塗装は，下塗り，主材（耐火塗料），中塗り，上塗りの４層構造となってい

る。このうち，下塗り材は，鋼材と主材の密着性に影響を与える。密着性が悪い

と，発泡過程において主材の剥がれが発生し，耐火性能に影響を与えるおそれがあ

る。すなわち，下塗り材は耐火性能に影響を与えるおそれがあることから，仕様表

の記載対象に下塗りも追加する。 

    ただし，求められている能力は接着性であることから，下塗り材は「塗られてい

ること」が要求事項（厚さの要求があるわけではない）になり，検査は状態確認検

査となる。 

    一方，中塗り，上塗りは，耐火被覆の保護膜として役割を持っており，断熱性能

は期待していない。そのため、中塗りと上塗りは航空機墜落火災の防護対策には該

当しないが、これらの層がないと、耐火被覆が必要な時に断熱性能を損なっている

おそれがあることから、中塗りおよび上塗りの保守管理の手順を整理することを、

保安規定に定めて管理する。 

 

（２）大臣認定番号の扱いについて 
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航空機墜落火災への防護対策として採用する耐火塗料は，建築基準法の大臣認定

を取得し，認定番号を付番された耐火塗料と同じものを用いる。 

構築物が倒壊しないよう柱や梁に対して要求している１時間耐火性能の大臣認定

を取得した耐火塗料は，航空機墜落火災対策に必要な断熱性能を有する。断熱性能が

確認された耐火塗料を用いて，航空機墜落火災の耐火被覆の設計を実施することで，

信頼性のある対策とする。 

なお，大臣認定は塗装対象の形状や板厚により塗装厚さまでを定めた構造認定で

あるが，塗装厚さや塗装範囲等の耐火被覆の設計に対する基本的な考え方は本防護

対策の考え方を用いる。 

 

（３）大臣認定試験の担保範囲について 

１時間耐火の大臣認定試験で対象とする部材及び航空機墜落火災の代表部材は９

ｍｍの鋼材としており，耐火被覆厚さは両者ともに２ｍｍとしている。素材の物性

値の違いが，温度結果に有意に影響を及ぼすことがないことは確認している。（別

添－４） 

加熱条件については，１時間耐火の大臣認定試験がＩＳＯ標準加熱曲線に基づい

た加熱である一方，航空機墜落火災は約 30ｋＷ／ｍ２の輻射による加熱であり，両

者の加熱条件は異なるものの、総入熱量は同様であることを確認している。（別添

－９） 

したがって，１時間耐火の大臣認定試験と航空機墜落火災には鋼材厚さ及び総入

熱量に類似性があるため、１時間耐火の大臣認定試験の耐火被覆を航空機墜落火災

へ適用可能である。また，１時間耐火の大臣認定試験の耐火被覆を使用すること

は，航空機墜落火災への耐火性能を担保するために必要な事項であることから，上

記３．（１）において整理したとおり，大臣認定番号を仕様表の注記に記載するこ

ととしている。 

なお，耐火被覆厚さ及び施工範囲の設計条件である離隔距離表については，航空

機墜落火災の加熱条件を適用し評価した結果であることから，大臣認定試験の担保

範囲ではなく，当社の設計の範囲として担保する。 
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 設計条件及び仕様 

2. 再処理設備本体等に係る「その他再処理設備の附属施設」 

2.2  給水施設及び蒸気供給施設 

2.2.2   冷却水設備 

2.2.2.2   安全冷却水系 

(1)熱交換器 

 変更前 変更後 

名称 ―   

 種類 ―   

支持地盤の許容支持力度 MPa   

支持地盤の極限支持力度 MPa   

マンメイドロックの強度 N/mm2  

 

 

機 器の種類 ―  

流 体の種類 ―  

冷
却
塔 

容

量 

設計熱交換量 MW/個  

設計冷却空気流量 kg/h  

最高使用圧力 MPa  

最高使用温度 ℃  

伝熱面積（伝熱管及びフ

ィン外表面）*2 
㎡/個  

 
主要 

寸法 

全長 ㎜  

全幅 ㎜  

全高 ㎜  

主要 

材料 

伝熱管（内

管） 
―  

フィン ―  

ヘッダー ―  

耐火 

被覆 

種類 ― ― 耐火塗装*4，*5 

厚さ ㎜ ― 3 以上*6 

遮熱板

*7，*8 

高さ 

（原動機側） 
㎜   

高さ 

（減速機側） 
㎜   

原動 

機 

種類 ―  

 出力 kw  

ファン台数 台  

添付資料 

耐火被覆に関係ない項目は削除 
□：耐火被覆に関する項目 
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注記  *1 公称値を示す。 

    *2 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表

面）」と記載。 

    *3 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記

載内容は設計図書による。 

    *4 建築基準法第2条第七号に基づく国土交通大臣の認定番号FP060

CN－ XXXXを取得した主材および下塗り材を使用する。 

    *5 航空機墜落火災による熱影響に対し，機能維持のために必要な

部材を塗装対象とする。支持架構については，火炎直近の部

材は塗装対象とし，別紙「離隔距離表」に基づき塗装範囲を

決定する。板厚が表に記載されていない場合は，表に記載さ

れている板厚の内，薄い側の離隔距離を用いる。 

*6 主材厚さを示す。 

*7 原動機および減速機を対象とする。 

*8 遮熱板は耐火被覆を施工する。 

 

  

 変更前 変更後 

個数 ―  

 
取
付
箇
所 

系統名（ライン名） ―  

設置場所 ―  

溢水防護上の区画番号 ―  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
―  

化学薬品防護上の区画

番号 
―  

化学薬品防護上の 

配慮が必要な高さ 
―  

耐火被覆に関係ない項目は削除  

□：耐火被覆に関する項目  
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別紙 

 

安全上重要な施設に対する離隔距離表 

材料  
板厚  

(ｍｍ ) 
必要離隔距離(ｍ ) 

炭素鋼  

36 1 

28 2 

22 3 

19 5 

14 7 

13 8 

11 9 

9 11 

8 12 

6.4 14 

6 15 

4.5 18 

3.9 19 

3.2 20 

2.11 23 

1.2 25 

ステンレス

鋼 

20 4 

16 6 

12 8 

9 11 
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2.4  その他の主要な事項 

2.4.4  竜巻防護対策設備 

(1)建物・構築物 

 

 変更前 変更後 

名称 ― 

― 

 

種類 ―  

支持地盤 ―  

杭の強度 N/mm2  

主
要
寸
法 

防護 

ネット 

線径 mm  

網目 mm  

防護板 厚さ mm  

支持 
架構 

たて mm  

横  mm  

高さ mm  

主
要
材
料 

防護ネット ―  

防護板 ―  

支持架構 ― 
   

 

耐
火
被

覆 

種類 ― 
耐火塗料 *3， *4 

厚さ mm 2 以上 *5 

基数 式  

注記： *1 飛来物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する。 
 *2 公称値を示す。 
 *3 建築基準法第2条第七号に基づく国土交通大臣の認定番号

FP060CN－ XXXXを取得した主材及び下塗り材を使用する。 

耐火被覆に関係ない項目は削除  

□：耐火被覆に関する項目  
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*4 航空機墜落火災による熱影響に対し，機能維持のために必要な
部材を塗装対象とする。支持架構については，火炎直近の部材
は塗装対象とし，別紙「離隔距離表」に基づき塗装範囲を決定
する。板厚が表に記載されていない場合は，表に記載されてい
る板厚の内，薄い側の離隔距離を用いる。 

*5 主材厚さを示す。 

 

  □：耐火被覆に関する項目  
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別紙 

 

波及的影響を及ぼし得る施設に対する離隔距離表 

材料  
板厚  

(ｍｍ ) 
必要離隔距離(ｍ ) 

炭素鋼  

19 1 

14 3 

12 4 

11 5 

10 6 

9 7 

8 8 

6.4 9 

6 10 

4.5 12 

3.9 13 

3.2 15 

2.3 16 

2.11 17 

1.2 19 

ステンレス

鋼 

20 1 

16 2 

12 4 

9 6 
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